
庁議における審議要旨 

日時 

令和８年１月１５日 午後４時００分～午後４時４５分 

場所 

庁議室 

出席者 

区長、副区長、副区長、教育長、総務企画部長、管理部長、区民生活部長、地域文化スポ

ーツ部長、産業経済部長、環境清掃部長、福祉部長、健康部長、健康推進担当部長、子ど

も家庭部長、防災都市づくり部長、土木担当部長、会計管理部長、教育部長、総務企画課

長、企画担当課長、財政課長、広報課長 

付議案件 

１ 荒川区耐震改修促進計画の改定素案について 

２ 荒川区生活安全条例の一部改正に関するパブリックコメントの実施結果について 

３ 荒川区生活安全条例の一部改正について 

４ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

５ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

６ 荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部改正について 

７ 児童福祉法の改正に伴う関係条例の改正について 

８ 荒川区組織条例の一部を改正する条例について 

９ 令和７年度荒川区議会定例会・２月会議提出予定案件について 

審議の要旨 

１ 荒川区耐震改修促進計画の改定素案について 

建築指導課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 

２ 荒川区生活安全条例の一部改正に関するパブリックコメントの実施結果について 

３ 荒川区生活安全条例の一部改正について 

生活安全課長から上記２件について資料に基づき説明があり、了承。 

 

４ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

５ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

職員課長から上記２件について資料に基づき説明があり、了承。 

 

６ 荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部改正について 

障害者福祉課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 

７ 児童福祉法の改正に伴う関係条例の改正について 

障害者福祉課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 

８ 荒川区組織条例の一部を改正する条例について 

総務企画課長から資料に基づき説明があり、了承。 



（主な意見・質疑） 

  〇今回、危機管理部を設置することとなるが、災害等について常時考え、対応する

部が必要であり、その第一歩として設置するものである。災害対策本部を設置し

た時には全庁体制となるので、改めて、適切な役割分担について整理していく必

要がある。 

 

９ 令和７年度荒川区議会定例会・２月会議提出予定案件について 

総務企画課長から資料に基づき説明があり、了承。 

配付資料 

１ 荒川区耐震改修促進計画の改定素案について 

２ 荒川区生活安全条例の一部改正に関するパブリックコメントの実施結果について 

３ 荒川区生活安全条例の一部改正について 

４ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

５ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

６ 荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部改正について 

７ 児童福祉法の改正に伴う関係条例の改正について 

８ 荒川区組織条例の一部を改正する条例について 

９ 令和７年度荒川区議会定例会・２月会議提出予定案件について 

 



（説明者　建築指導課長）

（説明者　生活安全課長）

（説明者　生活安全課長）

（説明者　職員課長）

（説明者　職員課長）

（説明者　障害者福祉課長）

（説明者　障害者福祉課長）

庁議付議予定案件
（令和８年１月１５日　午後　４時００分～）

1 荒川区耐震改修促進計画の改定素案について

2
荒川区生活安全条例の一部改正に関するパブリックコメントの実施結果につ
いて

3 荒川区生活安全条例の一部改正について

4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

5 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

6 荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部改正について

7 児童福祉法の改正に伴う関係条例の改正について



（説明者　総務企画課長）

（説明者　総務企画課長）

○ 今後の庁議日程

　１月２３日（金）　午後　　４時００分～

　１月３０日（金）　午後　　１時００分～

9 令和７年度荒川区議会定例会・２月会議提出予定案件について

8 荒川区組織条例の一部を改正する条例について



庁議説明資料 

８.１.１５ 防災都市づくり部建築指導課 

 

荒川区耐震改修促進計画の改定素案について 

内 容 

 

１ 概要 

  今年度が計画期間の最終年度である荒川区耐震改修促進計画について、現状の

耐震化の進捗状況や国・都の動向を踏まえ、改定素案を作成したので報告する。 

 

２ 改定の経緯 

  国は、令和７年７月に「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基

本的な方針」の一部を改正し、東京都においては、東京都耐震改修促進計画の改

定を令和８年３月に予定している。 

  これらの上位計画等との整合を図るため、令和７年度末が計画期間である荒川

区耐震改修促進計画（以下、「耐震改修促進計画」という。）を改定する。 

 

３ 主な改定内容 

  ・計画期間を令和１７年度末までとし、耐震化の現状を踏まえ、令和１２年度

末及び令和１７年度末の新たな目標を設定 

  ・住宅の耐震化率については、区内の建築物の状況を踏まえ、これまでの戸数

に基づく算出に加え、棟数に基づく耐震化率を算出 

  ・木造住宅については、昭和５６年の新耐震基準に加え平成１２年（2000 年）

基準による耐震化状況も加味して耐震化率を算出 

  ・分譲マンションについては、適正な維持管理を推進していく必要があり、そ

の指標の一つとして耐震化率を算出 

 

４ 耐震化の目標 

対象建築物 

耐震化率 

現計画時

の状況 
現在の状況 目標 

元年度末 ６年度末 12 年度末 17 年度末 

住宅 

新耐震基準 
戸数 84.8％ 93.1％ 概ね解消 ― 

棟数 ― 76.2％ 85.0％ 90.0％ 

2000 年基準 
戸数 ― 91.5％ 95.0％ 概ね解消 

棟数 ― 70.4％ 80.0％ 85.0％ 

 分譲マンション 
戸数 ― 97.9％ 概ね解消 ― 

棟数 ― 88.1％ 90.0％ 95.0％ 

民間特定建築物 95.7％ 96.4％ 概ね解消 ― 

特定緊急輸送道路沿道建築物 87.3％ 92.2％ 95.0％ 概ね解消 

一般緊急輸送道路沿道建築物 ― 80.5％ 85.0％ 90.0％ 

 ※住宅の耐震化率には分譲マンションを含む。 



５ 重点的に取り組む施策 

  ・不燃化特区制度による建替えや除却の促進 

  ・安価で工期の短い耐震改修工事の普及・啓発による木造住宅耐震化の促進 

  ・管理組合の合意形成支援による分譲マンション耐震化の推進 

  ・緊急輸送道路沿道建築物への個別対応による耐震化の推進 

 

６ 耐震改修促進計画素案 

  別紙１（概要版）、別紙２（計画素案）のとおり 

 

今 後 の 

予 定 

令和８年２月 ４日 建設環境委員会 

       ５日 パブリックコメント開始（２月２６日まで） 

    ３月末   計画改定 

（東京都） 

    ２月    パブリックコメント実施 

    ３月末   計画改定 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

建設環境委員会 
２月５日 ２月１１日号 ２月５日 ― 

 



 

第 5 章 計画の実現に向けて 

【概要版】荒川区耐震改修促進計画（令和 8 年 3 月改定素案） 

第１章 計画の概要 

第２章 現状と目標 

第３章 耐震化の促進を図るための施策 

第４章 総合的な安全対策 

【自助】
建物所有者等

【公助】
行政

(区・都・国)

【共助】
地域・企業・

関係団体等の連携

 

■計画の背景・目的 

荒川区は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて制定された耐震改修促進法に基づき、「荒川区耐

震改修促進計画」を平成２０年３月に策定しました。しかし、その後も日本各地で頻発する巨大地

震の発生や、首都直下地震等の切迫性が指摘される被害想定の公表など、建築物の耐震化につい

て一層、促進することが求められています。このため、国は令和７年に基本方針を改正し、新たな

目標や取り組み内容を示しており、また、東京都においても令和８年３月に耐震改修促進計画を

改定します。 

こうした状況を踏まえて、震災から区民の生命や財産を守る取り組みを充実するため、区にお

いても荒川区耐震改修促進計画を改定します。 

■計画の期間 

本計画は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間を計画期間とします。 

■計画の対象区域・対象建築物 

対象区域 ：荒川区全域 

対象建築物：昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された以下の建築物(昭和 56 年 6 月 1 日～平成 12 

年 5 月 31 日までに着工した在来軸組工法による２階建て以下の木造住宅も対象) 

住宅 戸建て住宅、共同住宅（長屋、公共住宅を含む） 

特定建築物 多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

区有建築物 区が所有する公共建築物 

緊急輸送道路沿道建築物 
特定緊急輸送道路沿道建築物 

一般緊急輸送道路沿道建築物 

 

■耐震化の目標 

令和１２年度末と令和１７年度末の目標を示します。 

建築物の種類 
R 元年度 

（現計画） 

R6 年度 

（現状） 

R12 年度 

（目標） 

R17 年度 

（目標） 

住宅 

新耐震基準 
戸数 84.8％ 93.1％ 概ね解消 ― 

棟数 ― 76.2％ 85.0％ 90.0％ 

2000 年基準 
戸数 ― 91.5％ 95.0％ 概ね解消 

棟数 ― 70.4％ 80.0％ 85.0％ 

 分譲マンション 
戸数 ― 97.9％ 概ね解消 ― 

棟数  88.1％ 90.0％ 95.0％ 

民間特定建築物 95.7％ 96.4％ 概ね解消 ― 

特定緊急輸送道路沿道建築物 87.3％ 92.2％ 95.0％ 概ね解消 

一般緊急輸送道路沿道建築物 ― 80.5％ 85.0％ 90.0％ 

 ※住宅の耐震化率には分譲マンションを含んでいます。 

 

■耐震化に向けた基本的な取り組み方針 

自助・共助・公助の考え方に基づき、建物所有者、関係団体及び行政 

が、適切な役割分担のもとに住宅・建築物の耐震化を促進します。 

■重点的に取り組む施策 

建築物の種類 施策 

住宅 

不燃化特区制度による建替えや除却の促進 

安価で工期の短い耐震改修工事の普及・啓発による木造住宅耐震化の促進

管理組合の合意形成支援による分譲マンション耐震化の推進 

民間特定建築物 耐震改修等に係る費用の助成、普及啓発等による耐震化の促進 

緊急輸送道路 

沿道建築物 

耐震診断・補強設計・補強工事等に係る費用の助成 

ネットワーク強化区間沿道の建築物への個別訪問の実施（一般緊急沿道建

築物） 

■耐震化を促進するための環境整備 

建物所有者等が耐震診断及び耐震改修を実施できるような環境を整えるため、相談体制、普及

啓発及び情報提供の充実を図ります。 

 

■耐震化に対する支援策（抜粋） 

支援策 建物の種類 支援の内容 

木造建物の耐震化 
戸建住宅 

賃貸アパート 

耐震診断、耐震改修等 

除却工事等 

非木造建物の耐震化 

分譲・賃貸マンション 

戸建住宅 

一般緊急輸送道路沿道建築物 

耐震診断、耐震改修等 

除却工事等 

特定緊急輸送道路沿道

建物の耐震化 
特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修等、除却工事等 

不燃化特区支援制度 
指定地区内の木造建築物 

解体工事、建替えに伴う設計・工

事監理費、建替え工事費 

指定地区内の非木造建築物 解体工事 

■関連施策の推進 

ブロック塀等の除却促進、エレベーターの閉じ込め防止対策、がけ・よう壁等の安全対策等 

■指導・助言 

建物所有者に対して、耐震改修促進法等に基づく対応も含め、指導・助言等を実施します。 

別紙１ 

 
耐震化促進アクションプログラムを策定し、対策を進め

るとともに、国、都と連携して耐震化に取り組みます。 





 
 

  

 

荒 川 区  

耐 震 改 修 促 進 計 画 

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 改定 

荒 川 区

別紙２  



 

第１章 計画の概要                                                           

１ 計画改定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 計画の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４ 計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

５ 地震による被害等 

（１）過去の大規模地震・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（２）近年の大規模地震における被害の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（３）想定する地震の規模・建物等の被害状況・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

６ 国、東京都の動向 

（１）国の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（２）東京都の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 ７ 対象区域、対象建築物 

  （１）対象区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

  （２）対象建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

第２章 現状と目標                                                           

 １ 荒川区の特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

２ 耐震化の現状と課題 

 （１）住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 （２）民間特定建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 （３）区有建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 （４）緊急輸送道路沿道建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

３ 耐震化の目標 

 （１）住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 （２）民間特定建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 （３）緊急輸送道路沿道建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

第３章 耐震化の促進を図るための施策 

１ 耐震化に向けた基本的な取り組み方針 

（１）建物所有者の意識の醸成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

（２）地域・企業・関係団体等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

（３）行政（区・都・国）による支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

２ 重点的に取り組む施策 

（１）住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

（２）民間特定建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

（３）緊急輸送道路沿道建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 ３ 耐震化を促進するための環境整備 

（１）耐震化を促進するための普及啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

（２）木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及・・・・・・・・３６ 

 

 

 

 



 

第４章 総合的な安全対策                              

１ 耐震化に対する支援策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

２ 関連施策の推進 

 （１）ブロック塀等の除却促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 （２）落下防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 （３）エレベーターの閉じ込め防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

 （４）がけ・よう壁の安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

 （５）長周期地震動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 
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用語 

本計画において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

 

 旧 耐 震 基 準 ：昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用 

           いられていた耐震基準 

           昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工した建築物が該当する。 

           阪神・淡路大震災では、旧耐震基準による建築物の被害が顕著で 

あった。 

 新 耐 震 基 準 ：昭和 56 年 6 月 1 日に導入された耐震基準 

           昭和 56 年 6 月 1 日以降に着工した建築物が該当する。 

           建築基準法では最低限遵守すべき基準として、中規模の地震動 

（震度 5強程度）に対してほとんど損傷を生じず、大規模の地震 

動（震度 6強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等 

の被害が生じないことを目標としている。 

 新耐震基準の木造住宅：木造住宅のうち、昭和 56 年 6 月 1 日から平成 12 年（2000 年）5 

           月 31 日の間に着工した在来軸組工法による２階建以下の住宅 

 2 0 0 0 年 基 準 ：平成 12 年（2000 年）6月 1日に導入された木造建築物を対象と 

           する耐震基準 

平成 12 年（2000 年）6月 1日以降に着工した木造建築物が該当 

する。 

           壁の配置バランスや接合部の仕様を規定するなど構造関係規定が 

           明確化された。 

 現 行 基 準 ：木造建築物は平成 12 年（2000 年）6月 1日、その他の建築物は昭 

和 56 年 6 月 1 日に導入された耐震基準 

 

＜耐震基準の変遷＞  

 

 

＜耐震化率の算出方法＞ 

 

新耐震基準

2000年基準新耐震基準の木造住宅
【木造グレーゾーン建築物】旧耐震基準

旧耐震基準

【現行基準】

平成12年
(2000年)

昭和56年
(1981年)

木
造

非
木
造

平成7年(1995年)
阪神・淡路大震災

昭和53年(1978年)
宮城県沖地震

建
築
基
準
法

改
正

建
築
基
準
法
改
正

×１００％

×１００％

新耐震基準の耐震化率　＝
総数

2000年基準の耐震化率　＝
総数

新耐震基準の耐震性能を満たす建築物（又は住戸）数

現行基準の耐震性能を満たす建築物（又は住戸）数
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第 1章 計画の概要 

１ 計画改定の背景                           

平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災では、地震により 6,434 人の尊い命が奪わ

れ、約 25 万棟に及ぶ住宅・建築物が倒壊するなど甚大な被害が生じました。 

そのため国は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123 号）」（以

下、「耐震改修促進法」という。）を制定し、建築物の地震に対する安全性の向上を図っ

ています。その後平成 18 年には、計画的な耐震化を促進するために、国による「建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（以下、「基本方針」とい

う。）の策定、各地方公共団体における耐震改修促進計画の策定を位置付けました。 

これを受け、東京都は平成 19 年 3 月に「東京都耐震改修促進計画」（以下、「都計画」

という。）を、荒川区においても平成 20 年 3 月に「荒川区耐震改修促進計画」を策定し、

耐震化施策を総合的に進めてきました。 

日本では、古くから各地で大地震が頻発しており、未曾有の被害が発生した平成 23

年 3 月の東日本大震災以降も、平成 28 年 4 月の熊本地震、平成 30 年 6 月の大阪府北部

を震源とする地震、同年 9月の北海道胆振東部地震、令和 6年 1月の能登半島地震など

が発生しています。 

また、令和 4年 5月に東京都防災会議が公表した「首都直下地震等よる東京の被害想

定」では、南関東地域においてマグニチュード 7クラスの大規模地震が発生する確率は

今後 30 年以内に 70％とされ、その切迫性が指摘されています。 

こうした中、国は、住宅等の耐震化１の現状や近年の情勢等を踏まえ、令和 7 年に基

本方針を改正し、新たな目標や取り組み内容を示したことから、これに基づき荒川区耐

震改修促進計画の改定を行います。 

  

 

２ 計画の目的                             

荒川区耐震改修促進計画（以下、「本計画」という。）は、地震により想定される被

害のさらなる低減を目指して、区内の建築物の耐震化を促進することにより、震災か

ら区民の生命及び財産を守ることを目的とします。 
耐震化の現状を把握し、新たな目標を示すとともに、国や東京都の方針、社会情勢

の変化等を踏まえて、耐震化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

１耐震化：昭和 56年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建築された建物（木造建築物は平成 12 年 5月 31 日以前）について、耐震診断を

実施した結果、耐震性がないと判定され、改修や改築等を行って、地震に対する安全性を確保すること。 
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３ 計画の位置付け                           

本計画は、耐震改修促進法第 6 条第 1 項の規定に基づき策定する計画であり、「東京

都耐震改修促進計画」及び「荒川区地域防災計画」等との整合等を図っています。 

 

 

 
図 1-1 荒川区耐震改修促進計画の位置付け 

 

 

４ 計画の期間                             

本計画は、令和 8年度から令和 17 年度までの 10 年間を計画期間とします。 

なお、社会情勢や本計画の実施状況へ適切に対応するため、必要に応じて見直しを

行います。 

 

 

図 1-2 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒
川
区

国 災害対策基本法耐震改修促進法

都 東京都耐震改修促進計画 東京都地域防災計画

荒川区基本構想

荒川区防災・減災等に資する
国土強靭化地域計画

荒川区耐震改修促進計画 荒川区地域防災計画荒川区住宅
マスタープラン

荒川区都市計画
マスタープラン

荒川区基本計画

上位計画

整合・連携
整合・連携

指針
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５ 地震による被害等                        

（１）過去の大規模地震 

平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、耐震改修促進法が制定

されましたが、その後も大規模な地震が相次いで発生しています。過去の地震被害に

ついては、巻末の参考資料にも示しています。 

 

（２）近年の大規模地震における被害の特徴 

・阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）(平成 7年) 

平成 7年に発生した阪神・淡路大震災は、都市直下で発生したことにより、神戸 

市を中心とした都市部に甚大な被害をもたらしました。被害の多くが住宅・建築物 

の倒壊によるものであり、旧耐震基準の建築物に多くの被害が見られたことから、 

これを教訓に耐震改修促進法が制定され、旧耐震基準建築物の耐震化の取り組みが 

進められました。 

また、新耐震基準で建築された木造住宅でも、接合部の緊結が不十分であったこ 

となどから倒壊・半壊等の被害が多く生じたため、平成 12 年（2000 年）6月に建 

築基準法が改正され、木造建築物の耐震性の強化が図られることとなりました。 

さらに、建築物の倒壊による道路閉塞、電気に起因する大規模火災の発生など、 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震性や通電火災の抑制対策などが検討される震災に 

なりました。 

 

 
図 1-3 阪神・淡路大震災における建築年と被害状況 

出典：「平成 7 年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告」（建築震災調査委員会編）を参考に作成 
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図 1-4 建物倒壊による道路閉塞 

出典：（一財）消防防災科学センター「災害写真データベース」 

 

 

・東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）（平成 23 年） 

  平成 23 年に発生した東日本大震災は、日本での観測史上最大規模の地震であり、

強い揺れに加えて巨大な津波が太平洋沿岸を襲い、福島第一原子力発電所の事故も引

き起こすなど、複合的な災害となりました。 

  東日本大震災では、首都圏や大阪湾岸の超高層建築物においても、大きな揺れが観

測されました。これらの現象については、長周期かつ長時間継続する地震動（以下、

「長周期地震動」という。）がその原因のひとつであるとして注目され、同一ビル内

においても被害に大きな差が見られました。（図 1－5） 

 

  

図 1-5 東京都内の同一ビルにおける低層階と高層階の被害状況 

出典：「気象庁ホームページ」 
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・熊本地震（平成 28 年） 

平成 28 年に発生した熊本地震は、震度 7 の揺れが 4 月 14 日と 4 月 16 日の 2 度

観測され、熊本県を中心に多くの建築物に被害をもたらしました。 

この地震では、旧耐震基準の木造建築物における倒壊等の割合が、新耐震基準の

木造建築物と比較して高いことが確認されています。また、新耐震基準の木造建築

物の一部においても大きな被害が見られました。 

 

 

図 1-6 熊本地震における木造の建築時期別の被害状況 

出典：「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書（平成 28 年 9 月）」を参考に作成 

 

 

・大阪府北部を震源とする地震（平成 30 年） 

平成 30 年に発生した大阪府北部を震源とする地震では、最大震度 6 弱の強い揺

れが観測され、大阪府を中心に広範囲で被害が生じました。 

この地震では、小学校のブロック塀が倒壊し、人命が失われるという痛ましい事

故が発生しました。そのため、全国的にブロック塀の安全性に対する関心が高まり、

点検・撤去・改修等の必要性が広く認識されるようになりました。 

 

   
図 1-7 地震によるブロック塀等の倒壊状況 

出典：（一財）消防防災科学センター「災害写真データベース」 
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・能登半島地震（令和 6年） 

令和 6年に発生した能登半島地震は、元日に発生したことや広範囲にわたる強い

揺れ、津波や火災の発生などから、大きな被害をもたらしました。 

この地震では、熊本地震と同様に旧耐震基準の木造建築物における倒壊等の割合

が高いことや、新耐震基準の木造建築物においても倒壊が確認されました。また、

2000 年基準の木造建築物では倒壊等の割合が低いことも確認されています。 

 

 
図 1-8 能登半島地震における木造の建築時期別の被害状況 

出典：「令和 6 年能登半島地震建築物被害調査等報告（速報）（令和 6 年 10 月）」を参考に作成 

 

  
図 1-9 能登半島地震における建物被害状況 

出典：（一財）消防防災科学センター「災害写真データベース」 
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 （３）想定する地震の規模・建物等の被害状況 

本計画では、荒川区地域防災計画（荒川区防災会議、令和 6 年修正）に基づき、

都心東部直下地震（M7.3）を想定します。この地震は、令和 4 年 5 月に東京都防災

会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」における想定地震のうち、

区に最も大きな被害を及ぼすものです。 

都心東部直下地震（Ｍ7.3）が発生した場合、冬の 18 時、風速 8m/秒という条件

では、区の死者数は 389 人となることが想定されます。また、ゆれ等による建物全

壊棟数は、8,379 棟と想定されています。 

 

表１-１ 荒川区が想定する地震による主な被害状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害種別 被害想定 

人的被害 

死者 389 人 

 

ゆれ建物被害 316 人 
屋内収容物 11 人 
急傾斜地崩壊 0 人 
火災 58 人 
ブロック塀等 4 人 
屋外落下物 0 人 

負傷者 2,217 人 

 

ゆれ建物被害 1,655 人 
屋内収容物 270 人 
急傾斜地崩壊 0 人 
地震火災 156 人 
ブロック塀 134 人 
屋外落下物 2 人 

建物被害 
ゆれ等（全壊棟数） 

8,379 棟 
（ゆれ：8,341 棟 

液状化：38 棟） 
地震火災（焼失棟数） 1,667 棟 

閉じ込めにつながりうるエレベーター停止台数 841 台 
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６ 国、東京都の動向                             

（１）国の動向 

国は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123 号。）第 4条に

基づく「基本方針」の一部を令和 7年 7月に改正しました。この改正では、熊本地震

や能登半島地震において、平成 12 年(2000 年)以前に建てられた新耐震基準の木造建

築物の一部においても被害が発生していることから、耐震性能検証の促進の取り組

みなどが示されています。また、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関し、新た

な目標が設定されています。 

 

◆国の基本方針（令和 7年 7月改正内容の概要） 

  ①基本的な事項 

・省エネ改修やバリアフリー改修の機会を捉えた耐震改修、段階的な耐震改修の実 

施等に関する取り組みの検討 

・昭和 56 年の耐震基準導入以降で平成 12 年以前に建築された木造住宅について耐

震性能検証の促進 

  ②目標の設定 

・住宅：令和 17 年までに耐震性が不十分なものをおおむね解消 

・要緊急安全確認大規模建築物：令和 12 年までに耐震性が不十分なものをおおむ 

               ね解消 

・要安全確認計画記載建築物：早期に耐震性が不十分なものをおおむね解消 

 

（２）東京都の動向 

東京都は、令和 8年 3月に「東京都耐震改修促進計画」を改定します。 

この改定では、新たな耐震化の目標及び、耐震化に係る新規施策や既存施策の拡充

などが示されています。 

 

◆東京都耐震改修促進計画の主な改定内容 

①特定緊急輸送道路の指定 

・幹線道路等の都市基盤整備の進展等を踏まえ、今後、区市町村や他県等と調整

の上、特定緊急輸送道路の指定変更を実施 

②耐震化の促進に係る新規施策 

【住宅】 

・低コスト工法の活用を促進 

・建物所有者への直接的な働きかけを強化（区市等と連携し、DM 送付や個別訪問 

等を実施） 

【特定建築物】 

・用途別の課題に適した耐震化支援 

【緊急輸送道路沿道建築物】 

・特定緊急輸送道路から「重点区間」、一般緊急輸送道路から「ネットワーク強化

区間」を定め、これらの路線の沿道建築物について、伴走型の個別訪問を実施 

・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化状況などの公表 
 

 

※令和 8年 3 月改定予定の「東京都耐震改修促進計

画」の計画内容によって変更する場合があります。 
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７ 対象区域、対象建築物                        

（１）対象区域 

本計画は、荒川区全域を対象区域とします。 

 

（２）対象建築物 

本計画は、旧耐震基準で建築された建築物のうち、表 1-2 に示す建築物を対象とし

ます。ただし住宅については、新耐震基準の木造住宅（昭和 56 年 6 月 1 日から平成

12 年 5 月 31 日までに着工した在来軸組工法による 2 階建て以下の住宅）も対象とし

ます。 

    

表 1-2 対象建築物一覧表 

対象建築物の種類 内容 
耐震改修促進法上の

取り扱い 

１）住宅 
戸建て住宅 

共同住宅（長屋、公共住宅を含む） 

 

２）特定建築物（表 1-3） 

 特定既存耐震不適

格建築物 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物

（要緊急安全確認大規模建築物を除く） 

耐震改修促進法第 14 条で
規定される建築物 

 要緊急安全確認 

大規模建築物 

不特定多数の者が利用する建築物や、自力で

避難が困難な方の利用が想定される大規模

な建築物 

耐震改修促進法附則第 3
条第 1 項で規定される建
築物 

３）区有建築物 
防災上重要な施設及び不特定多数の者が利

用する耐震化を図るべき施設 
 

４）緊急輸送道路沿道建築物（表 1-4、図 1-11） 

 特定緊急輸送 

道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路に接する一定高さを超え

る建築物 

耐震改修促進法第7条第 1
項で規定される要安全確
認計画記載建築物 

 一般緊急輸送 

道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路に接

する一定高さを超える建築物 

耐震改修促進法第 14 条第

1項第 3号で規定される要

安全確認計画記載建築物 

５）組積造の塀（図 1-13 荒川区内には対象となる塀はありません） 

 通行障害建築物と

なる組積造の塀 

特定緊急輸送道路に接する建築物に附属す

る一定の長さ・高さを超える組積造の塀 

（補強コンクリートブロック造の塀を含む） 

耐震改修促進法第7条第 1
項で規定される要安全確
認計画記載建築物 
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１）住宅 

人の居住の用に供する戸建て住宅と共同住宅（長屋、公共住宅を含む）を対象として

おり、戸建て住宅には、店舗や工場などと併用しているものも含みます。 

住宅が倒壊した場合、多くの居住者が被害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉

塞により消火活動や避難行動へも大きな影響があることから、耐震化を図る必要があり

ます。 

特に分譲マンション２は、区分所有建物特有の権利者の合意形成に時間を要すること

から、早急な対応が必要です。 

 

 ２）特定建築物 

耐震改修促進法第 14 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に定める「特定既存耐震不適格建築

物」及び附則第 3条第 1項に定める「要緊急安全確認大規模建築物」を対象としており、

表 1-3 に示すように用途により規模要件が異なります。 

「特定建築物」のうち、民間所有の建築物を「民間特定建築物」としています。 

 

特定既存耐震不適格建築物 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者

が被害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難行動へも大

きな影響があることから、着実に耐震化を図る必要があります。 

 

 要緊急安全確認大規模建築物 

   不特定多数の者が利用する建築物や、自力で避難が困難な高齢者や乳幼児等が利用

する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物」と位置付け、耐震

改修促進法において耐震診断の実施が義務付けられています。 

 なお、区内にある「要緊急安全確認大規模建築物」は、区有建築物のみです。 

 

３）区有建築物 

荒川区が所有する公共建築物（200 ㎡未満の小規模な倉庫等は除く。）は、多くの区民

に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設等として重要な役割を担っている

ため、耐震化を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
２分譲マンション：マンションの管理の適正化に関する法律（平成 12 年法律第 149 号）第 2条第 1号で定義されている建物のこと          

をいう 
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表 1-3 特定建築物一覧表 
用途 特定既存耐震不適格建築物 要緊急安全 

確認大規模 

建築物の 

規模要件 

（附則第 3 条

第１項） 

規模要件 

（法第 14 条） 

指示対象と

なる規模要

件（法第 15

条第 2項） 

学校 小学校、中学校、中等教育学校の前記
課程若しくは特別支援学校 

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上
（屋内運動場の面積を含む。） 

階数 2 以上かつ
1,500 ㎡以上（屋
内運動場の面積
を含む。） 

階数 2 以上かつ
3,000 ㎡以上（屋内
運動場の面積を含
む。） 

上記以外の学校 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上   

体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数 1 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 1 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 1 以上かつ
5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他 
これらに類する運動施設 

階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ
5,000 ㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗 

階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 

階数 3 以上かつ
5,000 ㎡以上 
 ホテル、旅館 

賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿   

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホーム
その他これらに類するもの 

階数 2 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 2 以上かつ
2,000 ㎡以上 
 

階数 2 以上かつ
5,000 ㎡以上 
 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害

者福祉センターその他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 階数 2 以上かつ 500 ㎡以上 階数 2 以上かつ
750 ㎡以上 

階数 2 以上かつ
1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上 階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 
 

階数 3 以上かつ
5,000 ㎡以上 
 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供
する建築物を除く。） 

  

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発
着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待
合の用に供するもの 

階数 3 以上かつ
2,000 ㎡以上 
 

階数 3 以上かつ
5,000 ㎡以上 
 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停
留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上
必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する
建築物 

政令で定める数量以上の危険
物を貯蔵又は処理するすべて
の建築物 

500 ㎡以上 
 

階数１以上かつ
5,000 ㎡以上で敷
地境界線から一定
距離以内に存する
建築物 
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４）緊急輸送道路沿道建築物 

緊急輸送道路は、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急

輸送等を円滑に行うための道路として、東京都地域防災計画に位置付けられた高速自

動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点とを相

互に連絡する道路であり、特定緊急輸送道路と一般緊急輸送道路に分けられています。 

 

表 1-4 特定緊急輸送道路と一般緊急輸送道路の定義 

区分 内容 

緊急輸送道路 
特定緊急輸送道路 

緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必

要があると知事が認める道路 

一般緊急輸送道路 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路 

 

 緊急輸送道路に敷地が接する建築物で、以下の条件に該当する建築物を緊急輸送道

路沿道建築物といいます。 

図 1-10 緊急輸送道路沿道建築物の要件 

 

特定緊急輸送道路沿道建築物 

東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」（平成

23 年東京都条例第 36 号。以下、「耐震化推進条例」という。）に基づき、特に沿道建

築物の耐震化を図る必要がある緊急輸送道路を特定緊急輸送道路として指定してい

ます。 

また都計画では、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第 5条第 3項第 2号に基づ

く「建築物集合地域通過道路等」として位置付け、沿道建築物の所有者等には耐震

診断の実施と診断結果の報告を義務付けています。 

 

一般緊急輸送道路沿道建築物 

耐震改修促進法第 5 条第 3 項第 3 号に基づく地震時の建築物の倒壊による通行障

害を防ぐべき道路として位置付け、重点的に沿道建築物の耐震化を促進しています。 

 

 

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 
・新耐震基準導入より前に建築された建築物 
・以下の①又は②の高さを超える建築物 

緊急輸送道路 
前面道路幅員=L 
L/2 L/2 

高さ L/2 
道路境界線 

①前面道路幅員が 12m を超える場合 

45° 

②前面道路幅員が 12m 以下の場合 

緊急輸送道路 
6m 

道路境界線 

高さ 6m 

45° 
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特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、 
次のすべてに該当する塀 
・新耐震基準導入より前に建築された塀 
・長さが 8ｍを超える塀 
・高さが塀から道路中心線までの距離を 2.5 で除して得た数値を超える塀 
※荒川区には該当する組積造の塀はありません。 
 

前面道路幅員=L 

特定緊急輸送道路 

L/2 L/2 

道路境界線 

塀 高 さ 

H 

道路境界線 

ｄ 

前面道路境界線までの 

水平距離 

θ 

1 

  L/2+ｄ 
H>    のとき、 

   2.5 
 
高さ要件に該当 

 
図 1-11 緊急輸送道路（特定・一般）路線図 

 

 

５）組積造の塀 

特定緊急輸送道路に接する建築物に附属する組積造の塀のうち、一定の条件を満たす

ものは、耐震改修促進法第 7 条第 1 項で規定される要安全確認計画記載建築物に該当

し、耐震診断の実施が義務付けられています。 

荒川区内には、対象となる組積造の塀はありませんが、道路に面したブロック塀等の

耐震化を促進しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1-12 特定緊急輸送道路沿道建築物 組積造の塀の要件 

2.5 
θ 
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第２章 現状と目標 

１ 荒川区の特性                                              

東京都では、東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）に基づき、概ね

5年ごとに地震に関する地域危険度測定調査を行っており、令和 4年 9月に公表された

調査結果の一つである建物倒壊危険度では、危険性が高いとされるランク 5の地域が荒

川区内に 12 町丁目あります。 

 

 

 

図 2-1 地域危険度測定調査における建物倒壊危険度図 

出典：「地震に関する地域危険度測定調査（第 9 回）」（東京都 令和 4 年 9 月）を参考に作成 
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建物倒壊の危険性は、建物の耐震性が要因の一つになりますので、区内の旧耐震基準

建築物の割合を見ても、建物倒壊危険度と同様の傾向を示しています。 

 

 

図 2-2 旧耐震基準建築物（住宅）の分布図（令和 3 年度時点） 

出典：「荒川区土地利用現況調査（令和 3 年度）」を参考に作成 



 

- 16 - 
 

２ 耐震化の現状と課題                                        

（１）住宅 

①これまでの取り組み 

住宅の所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、相談体制の整備、耐震改

修に関する情報提供、耐震診断３・改修等に係る費用の助成等の支援を行っています。 耐

震化推進事業では、費用等の問題で建替え等が難しい高齢者等を対象に、補助額の優遇

措置や補助制度の拡充等に取り組んでいます。また、不燃化や空き家などに対する重点的

な取り組みにより建替えや除却を推進しています。 

マンションについては、建築士やマンション管理士等の専門家の派遣及び耐震診断や改

修等に係る費用の補助など、耐震化に取り組む管理組合の支援を行っています。また、耐

震化などの防災対策や、年 2 回開催している管理に関する分譲マンションセミナーにおい

て、耐震化の重要性について意識啓発を行うとともに、相談から合意形成および補助まで

様々な支援を行っています。 

また、東京都が平成 31 年に制定した「東京におけるマンションの適正な管理の促

進に関する条例」を受け、都と連携し、分譲マンションの適正な管理を推進していま

す。 

 令和 5年には、分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管

理計画を持つマンションとして荒川区が認定する、管理計画認定制度を開始しました。 

 

②現状の耐震化率 

【戸数・新耐震基準】 

令和 5年住宅・土地統計調査をもとに推計したところ、令和 6年度末時点の区内の

住宅総戸数は約 116,000 戸となっており、このうち約 108,000 戸の住宅が耐震性を満

たしています４。耐震化率は 93.1％となり、令和元年度末の耐震化率（84.8％）と比

較すると 8.3 ポイント向上しています。 

 

表 2-1 住宅の耐震化の現状（新耐震基準） 令和 6 度末の推計(単位：戸) 

  

 

昭和 55 年

以前の住宅 

a 

昭和 56 年

以降の住宅 

b 

住宅数 

a+b=c 

耐震性を満

たす住宅数 

d 

耐震化率 

d/c 
種別 構造 

戸建て 木造 8,421 16,009 24,430 19,502 79.8% 

非木造 1,004 3,541 4,545 4,324 95.1% 

計 9,425 19,550 28,975 23,826 82.2% 

共同住宅 木造 1,650 6,513 8,163 7,070 86.6% 

非木造 6,353 72,497 78,850 77,064 97.7% 

計 8,003 79,010 87,013 84,134 96.7% 

合計 17,428 98,560 115,988 107,960 93.1% 

 

 

 

           
３耐震診断：昭和 56年 5 月 31 日以前の旧耐震基準で建てられた建物が、昭和 56年 6月 1 日以降（木造建築物については平成 12年

6月 1 日以降）の新耐震基準と同程度以上の耐震性を有するかどうかを判定するための調査 

４耐震性を満たしている：新耐震基準に適合するもの又は建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく耐震診断の結果、地震に対

して安全な構造であることが確かめられたもの 
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【棟数・新耐震基準】 

令和 3年土地利用現況調査をもとに推計したところ、令和 6年度末時点の区内の

住宅総棟数は約 36,800 棟となっており、このうち約 28,000 棟の住宅が耐震性を満

たしています。耐震化率は 76.2％となります。 
 

表 2-2 住宅の耐震化の現状（新耐震基準）  令和 6 度末の推計(単位：棟) 

 

種別 

昭和 55 年

以前の住宅 

a 

昭和 56 年

以降の住宅 

b 

住宅数 

a+b=c 

耐震性を満

たす住宅数 

d 

耐震化率 

d/c 

戸建て 10,299 18,803 29,102 22,271 76.5% 

共同住宅 1,948 5,766 7,714 5,766 74.7% 

合計 12,247 24,569 36,816 28,037 76.2% 

 

【戸数・2000 年基準】 

令和 5年住宅・土地統計調査をもとに推計したところ、住宅総戸数の約 116,000

戸のうち約 106,200 戸が耐震性を満たしています５。耐震化率は 91.5％となりま

す。 

 

表 2-3 住宅の耐震化の現状（2000 年基準） 令和 6 度末の推計(単位：戸) 

  

 

昭和 55 年

以前の住宅 

a 

昭和 56～平成

12 年の住宅 

b 

平成 13 年 

以降の住宅 

c 

住宅数 

d 

耐震性を満た

す住宅数 

e 

耐震化率 

e/d 
種別 構造 

戸建て 

木造 8,421 6,086 9,923 24,430 18,095 74.1% 

非木造 1,004 1,930 1,611 4,545 4,324 95.1% 

計 9,425 8,016 11,534 28,975 22,419 77.4% 

共同住宅 

木造 1,650 2,299 4,214 8,163 6,697 82.0% 

非木造 6,353 28,740 43,757 78,850 77,064 97.7% 

計 8,003 31,039 47,971 87,013 83,761 96.3% 

合計 17,428 39,055 59,505 115,988 106,180 91.5% 

 
【棟数・2000 年基準】 

令和 3年土地利用現況調査をもとに推計したところ、住宅総棟数の約 36,800 棟の

うち約 25,900 棟が耐震性を満たしています。耐震化率は 70.4％となります。 

 
表 2-4 住宅の耐震化の現状（2000 年基準）  令和 6 度末の推計(単位：棟) 

 

種別 

昭和 55 年

以前の住宅 

a 

昭和 56～平成

12 年の住宅 

b 

平成 13 年 

以降の住宅 

c 

住宅数 

d 

耐震性を満

たす住宅数 

e 

耐震化率 

e/d 

戸建て 10,299 9,293 9,510 29,102 20,681 71.1% 

共同住宅 1,948 2,799 2,967 7,714 5,236 67.9% 

合計 12,247 12,092 12,477 36,816 25,917 70.4% 

           
５耐震性を満たしている：現行基準（木造住宅については 2000 年基準、その他の住宅・建築物については新耐震基準）に適合する

又は建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づく耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であるこ

とが確かめられていることをいう。 
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【戸数（分譲マンション）】 

令和 5年住宅・土地統計調査をもとに推計したところ、令和 6年度末時点の区内分

譲マンションの住宅総戸数は約 32,300 戸となっており、このうち約 31,600 戸の住宅

が耐震性を満たしています。耐震化率は 97.9％となります。 

 

表 2-5 分譲マンションの耐震化の現状  令和 6 度末の推計(単位：戸) 

種別 

昭和 55 年以

前の住宅 

a 

昭和 56 年以

降の住宅 

b 

住宅数 

a+b=c 

耐震性を満たす

住宅 

d 

耐震化率 

d/c 

分譲マンション 2,569 29,676 32,245 31,559 97.9% 

 

【棟数（分譲マンション）】 

令和 4年度荒川区マンション実態調査をもとに推計したところ、令和 6年度末時

点の区内の分譲マンション総棟数は 765 棟となっており、このうち 674 棟が耐震性

を満たしています。耐震化率は 88.1％となります。 

 
表 2-6 分譲マンションの耐震化の現状  令和 6 度末の推計(単位：棟) 

種別 

昭和 55 年以

前の建築物 

a 

昭和 56 年以

降の建築物 

b 

建築物数 

a+b=c 

耐震性を満たす

建築物数 

d 

耐震化率 

d/c 

分譲マンション 98 667 765 674 88.1% 

 

③課題 

耐震化推進事業などによる支援もあり建替えや除却が進んでいますが、木造住宅の

耐震化率は 90％に満たないため、より一層耐震化を推進していく必要があります。 

また、新耐震基準の木造住宅については、耐震診断の必要性を広く啓発し、耐震化

の促進を図ることが必要となります。 

分譲マンションについては、区分所有者等の合意形成の難しさがありますので、管

理組合等を対象とした普及啓発等により、耐震化の重要性等をさらに周知していく必

要があります。 
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---- 参考 ----------------------------------------------------------------- 

 

  平成 25 年から木造住宅密集地域の改善に向け、老朽建物の建替えや除却を促進して

いる不燃化特区の区域について、住宅の耐震化率（新耐震基準・棟数）を算出しまし

た。 

耐震化率は、不燃化特区全体で 75.0％、地区ごとでは、町屋・尾久地区は 76.2％、

荒川・南千住地区は 72.4％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 不燃化特区 区域図 

 

 

住宅（新耐震基準・棟数） 令和 6年度末の耐震化率 

区全体 ７６．２％ 

不燃化特区区域 ７５．０％ 

 
町屋・尾久地区 ７６．２％ 

荒川・南千住地区 ７２．４％ 

不燃化特区以外の区域 ７７．６％ 

 

 

  不燃化特区と不燃化特区外で比較すると、不燃化特区の方が耐震化率が低くなって

おり、引き続き不燃化特区内の耐震化の促進に取り組む必要があります。 
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（２）民間特定建築物 

①これまでの取り組み 

多数の者が利用する施設であることから、耐震化を促進する防災上の重要性を考

慮し、耐震診断、耐震改修等に係る費用の助成事業等により、耐震化の促進に取り

組んできました。 

なお、区内にある「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する建物は全て耐震診断

が完了しています。診断結果は、区や都ホームページで公表しています。 

 

②現状 

令和 6 年度の特定建築物等定期調査報告６をもとに推計したところ、民間特定建築

物は 469 棟となっており、このうち 452 棟が耐震性を満たしています。耐震化率は

96.4％となり、令和元年度末時点の耐震化率（95.7％）と比較すると 0.7 ポイント向

上しています。 

 

表 2-7 民間特定建築物の耐震化の現状（単位：棟） 

種別 

昭和 55 年以

前の建築物 

a 

昭和 56 年以

降の建築物 

b 

建築物数 

c=a+b 

耐震性を満た

す建築物数 

d 

耐震化率 

d/c 

防災上特に重要な建築物 

（私立学校、病院等） 
8 31 39 36 92.3％ 

要配慮者が利用する建築物  

（社会福祉施設等） 
0 19 19 19 100％ 

不特定多数の者が利用する建築

物（百貨店、ホテル、劇場等） 
4 25 29 26 89.7％ 

共同住宅（賃貸）、寄宿舎等 29 275 304 297 97.7％ 

その他施設 7 71 78 74 94.9％ 

合計 48 421 469 452 96.4％ 

 

  ③課題 

多数の者が利用する施設であることから、耐震化を促進する必要がありますが、工

事期間中の施設利用や耐震化に係る費用負担などが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
６特定建築物等の定期調査報告：建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持し、安全な状態で使用するため、建築基

準法により建築物の所有者又は管理者に対し、定期的に建物の構造や設備について、専門知識を有

する資格者による調査・検査を依頼し、結果を特定行政庁へ報告することが義務つけられた制度 
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（３）区有建築物 

①これまでの取り組み 

区有建築物については、全件で耐震診断を行い、その結果に基づき建替えが予定さ

れているもの等を除き、耐震化の必要なものから順次、耐震改修等を実施してきまし

た。特に小中学校については、最優先で耐震改修等を行ってきました。 

区有施設のうち「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する建物の診断結果は、令

和 2年 3月 31 日から区ホームページで公表しています。 

 

  ②現状 

令和 6年度末現在、荒川区で所有する公共建築物７（200 ㎡未満の小規模な倉庫等は

除く）は 131 棟です。区有建築物は、多くの区民が利用し、災害時には活動拠点や避

難場所となるため、全ての施設で耐震診断を行い、順次、耐震改修等を実施してきま

した。こうした取り組みにより、全ての区有建築物が耐震性を満たしており、耐震化

率 100％を達成しています。 

 

表 2-8 対象区有建築物の主な用途 

 主な用途 

区有建築物 

庁舎（本庁舎、北庁舎）、分庁舎、保健所、区民会館 

小学校、中学校、生涯学習施設 

ふれあい館、ひろば館 

高齢者施設、障害者施設 

区民事務所、文化施設、運動施設、保育園、幼稚園、図書館、学童施設

清掃事務所等 

 

 

           表 2-9 区有建築物の耐震化の現状（単位：棟） 

種別 

昭和 55 年以

前の建築物 

a 

昭和 56 年以

降の建築物 

b 

建築物数 

c=a+b 

耐震性を満た

す建築物数 

d 

耐震化率 

d/c 

区有建築物 59 72 131 131 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
７荒川区で所有する公共建築物：区の施設が入っている都営住宅等を含む 
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（４）緊急輸送道路沿道建築物 

・特定緊急輸送道路沿道建築物 

①これまでの取り組み 

震災時に緊急輸送道路としての機能を確保できるよう、建物所有者の耐震化の取

り組みを促すため、東京都は平成 23 年に耐震化推進条例を制定し、耐震診断の実

施を義務付けるとともに、都と連携して補助制度等の支援を行ってきました。 

現在は、耐震改修促進法により、耐震診断の実施と耐震診断結果の報告が義務付

けられており、区ホームページにおいて診断結果を公表しています。 

 

②現状 

 令和 6年度末時点で、特定緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、一定の高

さ（道路幅員の概ね 1/2）を超える建築物は、旧耐震基準 42 棟、新耐震基準 241 棟、

併せて 283 棟あり、このうち耐震性を満たしている建築物は 261 棟あります。 

耐震化率は、92.2％となり、令和元年度末時点の耐震化率（87.3％）と比較する

と 4.9 ポイント向上しています。 

 

表 2-10 特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状（単位:棟） 

種別 

昭和 55 年以前

の建築物 

a 

昭和 56 年以

降の建築物 

b 

建築物数 

c=a+b 

耐震性を満た

す建築物数 

d 

耐震化率 

d/c 

特定緊急輸送 

道路沿道建築物 
42 241 283 261 92.2％ 

 

③課題 

特定緊急輸送道路沿道建築物は、耐震診断がほぼ完了していますが、対象建築

物の中には耐震改修工事等を行っていない建築物があります。特に、倒壊の危険

性の高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）は、早期に耐震化を図る必要が

あります。 
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・一般緊急輸送道路沿道建築物 

①これまでの取り組み 

緊急輸送道路全体の通行機能を確保し、都市の防災力を高めるための重要な道路

となっており、大規模地震時に倒壊等による道路閉塞等を防ぐため、耐震診断に基

づく耐震改修工事、耐震建替え工事等への補助制度を設け、支援を行ってきました。 

 

②現状 

令和 6年度末時点で、一般緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、一定の高

さ（道路幅員の概ね 1/2）を超える建築物は、旧耐震基準 251 棟、新耐震基準 900

棟、併せて 1,151 棟あり、このうち耐震性を満たしている建築物は 927 棟と推計し

ています。耐震化率は、80.5％となります。 

 

 

 表 2-11 一般緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の現状（単位:棟） 

種別 

昭和 55 年以前

の建築物 

a 

昭和 56 年以

降の建築物 

b 

建築物数 

c=a+b 

耐震性を満た

す建築物数 

d 

耐震化率 

d/c 

一般緊急輸送 

道路沿道建築物 
251 900 1,151 927 80.5％ 

 

③課題 

一般緊急輸送道路沿道建築物については、特定緊急輸送道路沿道建築物と異なり、

耐震化状況の報告が義務付けられていないため、耐震診断の実施が課題となってい

ます。 

また、一般緊急輸送道路の中でも特定緊急輸送道路の機能を補完する区間につい

ては、耐震化の取り組みを強化する必要があります。 
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３ 耐震化の目標                        

計画期間（令和 17 年度）までの耐震化率の目標は以下に示すとおりになります。 

 

表 2-12 耐震化の目標 

建築物の種類 

耐震化率 

現計画 現状耐震化率 目標 

令和元年度 令和 6年度 令和 12 年度 令和 17 年度 

 
住宅 

新耐震基準 
戸数 84.8％ 93.1％ 概ね解消 ― 

棟数 ― 76.2％ 85.0％ 90.0％ 

2000 年基準 
戸数 ― 91.5％ 95.0％ 概ね解消 

棟数 ― 70.4％ 80.0％ 85.0％ 

 分譲マンション 
戸数 ― 97.9％ 概ね解消 ― 

棟数 ― 88.1％ 90.0％ 95.0％ 

民間特定建築物 95.7％ 96.4％ 概ね解消 ― 

特定緊急輸送道路沿道建築物    87.3％ 92.2％ 95.0％ 概ね解消 

一般緊急輸送道路沿道建築物         ― 80.5％ 85.0％ 90.0％ 

※住宅の耐震化率には分譲マンションを含んでいます。 
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（１）住宅 

 ・新耐震基準の耐震化率の目標 

【戸数】 

令和 12 年度末までに概ね解消することを目標とし、耐震改修の促進に取り組みま

す。 

  令和 12 年度末の目標を達成するために、8,028 戸の耐震化が必要となります。 

 

 

図 2-4 耐震化率の目標（新耐震基準・戸数） 

 

【棟数】 

令和 12 年度末までに 85％、令和 17 年度末までに 90％を目標とし、耐震改修の促進

に取り組みます。 

令和 12 年度末の目標を達成するために 3,094 棟、令和 17 年度末の目標を達成するた

めには、3,094 棟に加えて 1,808 棟の耐震化が必要となります。 

 

図 2-5 耐震化率の目標（新耐震基準・棟数） 

93.1%
概ね解消

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和6年度末 令和12年度末
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76.2%
85.0%

90.0%
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現

状

目

標

目

標
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・2000 年基準の耐震化率の目標 

【戸数】 

令和 12 年度末までに 95％、令和 17 年度までに概ね解消することを目標とし、耐震

改修の促進に取り組みます。 

令和 12 年度末の目標を達成するために 3,467 戸、令和 17 年度末の目標を達成するた

めには、3,467 戸に加えて 6,341 戸の耐震化が必要となります。 

 

図 2-6 耐震化率の目標（2000 年基準・戸数） 

 

 

【棟数】 

令和 12 年度末までに 80％、令和 17 年度末までに 85％を目標とし、耐震改修の促進

に取り組みます。 

令和 12 年末の目標を達成するために 3,320 棟、令和 17 年度末の目標を達成するた

めには、3,320 棟に加えて 1,764 棟の耐震化が必要となります。 

 

図 2-7 耐震化率の目標（2000 年基準・棟数） 
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・分譲マンションの耐震化率の目標 

【戸数】 

令和 12 年度末までに概ね解消することを目標とし、耐震改修の促進に取り組みま

す。 

令和 12 年度末の目標を達成するために、686 戸の耐震化が必要となります。 

 

 

図 2-8 耐震化率の目標（分譲マンション・戸数） 

 

【棟数】 

令和 12 年度末までに 90％、令和 17 年度末までに 95％を目標とし、耐震改修の促進

に取り組みます。 

令和 12 年度末の目標を達成するために 15 棟、令和 17 年度末の目標を達成するため

には、15 棟に加えて 38 棟の耐震化が必要となります。 

 

図 2-9 耐震化率の目標（分譲マンション・棟数） 
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（２）民間特定建築物 

・民間特定建築物の耐震化率の目標 

令和 12 年度末までに概ね解消することを目標とし、耐震改修の促進に取り組みま

す。 

令和 12 年度末の目標を達成するために、17 棟の耐震化が必要となります。 

 

 

図 2-10 耐震化率の目標（民間特定建築物・棟数） 

 

（３）緊急輸送道路沿道建築物 

・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率の目標 

令和 12 年度末までに 95％、令和 17 年度末までに概ね解消することを目標とし、

耐震改修の促進に取り組みます。 

令和 12 年度末の目標を達成するために 8 棟、令和 17 年度末の目標を達成するた

めには、8棟に加えて 14 棟の耐震化が必要となります。 

 

図 2-11 耐震化率の目標（特定緊急輸送道路沿道建築物・棟数） 
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 ・一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率の目標 

令和 12 年度末までに 85％、令和 17 年度末までに 90％達成することを目標とし、

耐震改修の促進に取り組みます。 

 令和 12 年度末の目標を達成するために 51 棟、令和 17 年度末の目標を達成するた

めには、51 棟に加えて 58 棟の耐震化が必要となります。 

 

 

図 2-12 耐震化率の目標（一般緊急輸送道路沿道建築物・棟数） 
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第３章 耐震化の促進を図るための施策 

１ 耐震化に向けた基本的な取り組み方針                  

  災害への備えは、自助・共助・公助の考え方に基づき取り組むことが大切であり、建

物所有者、地域・企業・関係団体及び行政それぞれが適切な役割分担のもと、住宅・建

築物の耐震化を促進する必要があります。 

 

（１）建物所有者の意識の醸成 

建物の耐震化は、所有者が自らの問題として認識し、主体的に取り組む必要がありま

す。 

生命や財産を守ることのほか、地域に与える影響にも目を向け、一人ひとりが『自分

ごと』として対策に取り組む意識を醸成していくことが大切です。 

 

（２）地域・企業・関係団体等との連携 

建物所有者は、建築関係団体等８のもつ専門的知見や人材ネットワークなどを活用し、

区及び都と連携を図りながら、本計画を実施していきます。また、建築関係団体等は、

耐震相談窓口の設置や、技術者の育成及び技術力の向上に努めることが重要です。 

 

（３）行政（区・都・国）による支援 

区は、建物所有者等の主体的な取り組みを支援するため、国や東京都と連携し、耐震

診断及び耐震改修を実施しやすくするための環境整備や情報提供など、技術的な支援を

行います。併せて、公共的な観点から必要がある場合に、財政的な支援を行います。 

また、必要に応じて指導、助言、指示等を実施します。 

 

 

 

 
 

図 3-1 基本的な取り組み方針のイメージ 

 

 

 

           
８建築関係団体等：建築及び防災に関する相談、耐震診断業務等を都内で実施している財団法人、社団法人等 

【自助】
建物所有者等

・自らの命・財産を守る
・地域の安全性にも重大な影響

【共助】
地域・企業・関係団体等の連携
・ネットワーク・環境整備
・適切な役割分担と情報発信

【公助】
行政（区・都・国）

・耐震化のための財政支援
・意識啓発、施策の展開
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２ 重点的に取り組む施策                   

 区内の住宅・建築物の耐震化を促進するために、区では様々な施策に取り組んでいます。 

 今後、住宅・建築物の耐震化を一層促進するため、継続して取り組む施策に加え、新た

な取り組みや既存制度の拡充を進めていきますが、その中でも重点的に取り組む施策を以

下にまとめました。 

 

（１）住宅 

区内の住宅の耐震化率は、令和 6年度末の時点で 91.5％(戸数・2000 年基準)であり、

そのうち木造戸建て住宅の耐震化率は 74.1％にとどまっています。 

住宅の倒壊を防ぐことは、区民の生命や財産を守ることだけでなく、地域の防災性の

向上にもつながります。自宅に被害が少なければ、住み慣れた場所での避難生活が可能

となります。 

そのため、以下の 3点について重点的に取り組みます。 

 

①【継続】不燃化特区制度による建替えや除却の促進 

東京都では、木造住宅密集地域９の中で特に重点的・集中的に改善を図る地区を「不

燃化推進特定整備地区」（以下「不燃化特区」という。）に指定し、不燃化のための特別

の支援を行う制度「不燃化特区制度」を構築することにより、不燃領域率 10を 70％以上

にすることを目標に、不燃化を推進しています。 

荒川区では、町屋・尾久地区及

び荒川・南千住地区が不燃化特区

として指定されており、東京都の

防災都市づくり推進計画の基本

方針において令和 12 年度まで事

業期間が延伸されたことから、同

推進計画の整備プログラムに基

づいた老朽建築物の建替え・除却

助成等の特別な支援制度を活用

し、東京都と連携しながら、燃え

ない・燃え広がらない街づくりを

推進していきます。 

また、不燃化特区内での令和 6

年度末における耐震化率（新耐震

基準・棟数）は 75.0％、不燃化特

区外では 77.6％となっており、引 

き続き不燃化特区における耐震化 

の推進が必要になります。 

 

 

 

           
９木造住宅密集地域：東京都が定める「防災都市づくり推進計画」に示された震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集

している地域 

１０不燃領域率：市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出する。不燃領域率を 

70％超えると市街地の延焼による焼失率はほぼゼロとなる 

図 3-2 不燃化特区 区域図 
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 ②【新規】安価で工期の短い耐震改修工事の普及・啓発による木造住宅耐震化の促進 

木造戸建て住宅等については、改修に伴う費用負担や工事期間中の仮住まいの必要性

等が課題となっています。 

これらの課題により、耐震化の検討を諦める所有者が多いと考えられることから、安

価で工期の短い耐震改修工事を木造住宅の所有者へ周知し、耐震化の促進を図ります。 

 また、耐震診断士等の建築士に対し、上記改修工事の講習会の周知や情報提供などを

行います。 

 

 
図 3-3 安価で工期の短い工法のイメージ 

出典：「するなら今です！住まいの耐震化」（愛知建築地震災害軽減システム研究協議会） 

 

 ③【拡充】管理組合の合意形成支援による分譲マンション耐震化の推進 

マンションは、建物の高経年化と居住者の高齢化という「2つの老い」が進行してお

り、適切な維持管理が困難なマンションの増加が懸念されています。耐震診断や耐震改

修等の実施や合意形成を支援するため、建築士やマンション管理士等の専門家を派遣す

るなど、管理組合への支援を強化し、耐震化を促進します。 

 

（２）【拡充】民間特定建築物 

地震時の建築物の倒壊により、区民が大きな被害を受ける恐れがあることから、地震

被害の軽減を図るため、補助制度を拡充し、耐震化を促進します。防災上、特に重要な

建築物や不特定多数の者が利用する大規模建築物は、被災した場合多くの人的被害が生

じる恐れがあることから、災害上の重要性を考慮し、耐震診断、耐震改修等に係る費用

の助成や、普及啓発等により重点的に耐震化を促進します。 

なお、区有建築物及び要緊急安全確認大規模建築物については、耐震化率 100％達成

しているため、重点的に耐震化を図るべき建築物からは除いています。 
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（３）緊急輸送道路沿道建築物 

地震により防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした場合、広域

的な避難や救急・消火活動に大きな支障をきたし、甚大な被害につながる恐れがありま

す。 

また、地震発生後の緊急物資等の輸送や、復旧及び復興活動が困難になることから、

特定緊急輸送道路沿道建築物及び一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について、支援

策を拡充し、重点的に耐震化の促進に取り組みます。 

 

・【拡充】特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化推進条例と耐震改修促進法第 5条

第 3 項第 2 号の指定により、耐震診断及び診断結果の報告が義務付けられています。

区内には、耐震診断の実施及び報告の対象となる特定緊急輸送道路沿道建築物が 42

棟あり、既に 41 棟の耐震診断が完了しています。報告を受けた特定緊急輸送道路沿

道建築物の耐震診断結果については、区のホームページにて公表しています。 

 
   ①耐震補強設計・補強工事等の費用の助成 

耐震診断の実施・報告対象である 42 棟のうち、耐震性を満たしていない 22 棟に

対して、耐震補強設計、耐震補強工事等に係る費用等への補助制度を拡充し、耐震

化を促進します。 

 

   ②耐震化推進条例に基づく耐震改修実施の指示・公表 

耐震改修等が特に必要と認める場合には、耐震化推進条例に基づき、当該建築物 

の所有者に対し、耐震改修等を実施するよう指示を行います。 

正当な理由がなく当該指示に従わない場合には、当該建築物の所在地、名称等の

公表を検討します。 

  

・【拡充】一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

一般緊急輸送道路は、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路です。特定緊急輸送道

路の耐震化による震災時の道路機能の確保に併せ、一般緊急輸送道路の機能を向上さ

せることは、災害に強い都市を実現する上で有効です。 

 

①耐震診断・補強設計・補強工事等の費用の助成 

一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、耐震性を満たしていない 224 棟に対して、

耐震診断及び補強設計、補強工事等に係る費用等への補助制度を拡充し、重点的に

耐震化を促進します。 

 

   ②ネットワーク強化区間の沿道建築物に対する個別訪問の実施 

都は、令和 8年 3月改定の「都計画」において、一般緊急輸送道路のうち、耐震

性不足の建物が立ち並ぶ特定緊急輸送道路を補完する区間を「ネットワーク強化区

間」と設定します。 

区内の一般緊急輸送道路では、明治通りの一部が「ネットワーク強化区間」とな

ります。このネットワーク強化区間の沿道建築物については、耐震診断を実施して

いない可能性が高いことから、個別訪問により、耐震化の重要性や補助制度につい

て説明を行い、耐震化を促進していきます。 
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図 3-4 緊急輸送道路（特定・一般・ネットワーク強化区間）路線図 
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３ 耐震化を促進するための環境整備                  

 耐震化を促進するために、建物所有者等が耐震診断及び耐震改修を実施できる環境を整

備するため、以下の 2点に取り組んでいきます。 

 

（１）耐震化を促進するための普及啓発 

・相談体制の充実 

住宅や建築物の耐震化を促進するためには、区民や事業者が気軽に相談できる環境

整備を行うことが重要です。区は、区民や事業者からの相談等に対して、いつでも適

切に対応できるよう耐震診断及び耐震改修等に関する相談窓口のより一層の充実を

図ります。 

   また、相談窓口だけではなく、様々な場面で相談できる機会の提供が求められてお

り、区では、荒川区建築士事務所協会等の関係団体と連携した耐震相談や分譲マンシ

ョン耐震アドバイザーの派遣事業を実施しています。 

 

・耐震化への普及啓発 

住宅・建築物の耐震化を促進するには、建物所有者等が耐震化の必要性や重要性に

ついて十分に認識することが必要です。このため、区報・ホームページ等を活用し、

耐震診断及び耐震改修に関して広く周知するとともに、荒川ケーブルテレビでの案内

や防災イベントへの出展等により、普及啓発を行います。 

また、今後も耐震診断及び耐震改修に係る補助制度や税制度に関するパンフレット

等を作成し、区ホームページへの掲載をはじめ、区報、啓発文書の送付や個別訪問等

を行うことにより、広く普及啓発を図っていきます。 

 

・情報提供の充実 

区民や事業者が、区の支援制度や耐震化の基準等について正確に把握することがで

きるように、情報提供の充実を図ります。耐震診断及び耐震改修に係る事業や制度、

耐震改修促進税制・住宅ローン減税等の支援策に加え、液状化等の建物に関わる情報

についても適切に提供し、区民が安心して耐震化に取り組める環境をつくります。 

また、宅地建物取引業法に基づき、耐震診断の結果に関する事項は、宅地建物取引 

業者が行う重要事項説明に義務付けられています。このような資産価値向上の観点か

らも区民への周知を図り、建物所有者等の自発的な耐震診断の実施を促進していきま

す。 
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（２）木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及 

耐震改修の促進を阻害する要因として、室内の工事に要する期間があることや工事費

の負担が大きいこと等が挙げられます。併せて、様々な耐震改修工法や技術が開発され

ているにもかかわらず、改修工法の適切な選択が難しい、地震にどの程度有効な改修工

法なのか不安があるなどの理由から、木造住宅の耐震化が十分には進んでいません。 

そこで、パンフレットやイベント等を活用して、具体的な改修事例や耐震補強に用い

る部材の実物などを、区民や施工者等に分かりやすく紹介します。 

また、木造住宅の安価で信頼のできる耐震改修工法を区民に周知することにより、耐

震改修工事の簡素化やコストダウンを図り、木造住宅の耐震化を促進します。 

なお、本格的な耐震化に取り組めない場合、建築物が倒壊しても人命を守ることので

きる耐震シェルター11や防災ベッド 12等が有効であるため、これらの装置についても周

知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
１１耐震シェルター：経済的な理由で大掛かりな耐震改修ができない場合に、家屋が倒壊しても一定の空間を確保することで命を守

る装置 

１２防災ベッド：大地震によって万が一建物が倒壊しても、ベッド周りの安全な空間を確保し、命を守ることができる装置 

    
図 3-5 東京都パンフレット 図 3-6 防災ベッド 
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第４章 総合的な安全対策 

１ 耐震化に対する支援策                        
 区では、区内の建築物の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修工事等に係る費用

の助成やコンサルタントの派遣等の支援を行っています。特に、住宅の耐震化をより一層

推進していくため、荒川区耐震化促進アクションプログラムを策定し、毎年度、耐震化促

進のための具体的な取り組みと支援目標を設定し、その実施・達成状況を把握、検証、公

表し、対策を進めています。 

また、支援策をより利用しやすくするため、申請者の一時的な費用負担を減らす委任払

い制度の導入や補助申請手続きの簡略化を行っています。加えて、現に住居として利用さ

れている旧耐震基準の住宅を対象に補助制度を拡充するほか、旧耐震基準の空き家を利活

用したい事業者や所有者を対象に、耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事支援事業の拡

充を行います。 

今後も国や都の動向を踏まえ、耐震支援策を活用することで補助事業の一層の拡充を図

ります。 

 

表 4-1 耐震化に対する支援策 

支援策 建物の種類 支援の内容 

木造建物の耐震化 
戸建住宅 

賃貸アパート 
耐震診断、耐震改修等、除却工事等 

非木造建物の耐震化 

分譲・賃貸マンション 

戸建住宅 

一般緊急輸送道路沿道建築物 

耐震診断、耐震改修等、除却工事等 

特定緊急輸送道路沿道建物 

の耐震化 
特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修等、除却工事等 

不燃化特区支援制度 
指定地区内の木造建築物 

解体工事、建替えに伴う設計・工事

監理費、建替え工事費 

指定地区内の非木造建築物 解体工事 

密集住宅市街地整備促進事業 

優先整備路線沿道建築物 

不燃化特区内の共同建替えを

行う建築物 

解体工事、建替えに伴う設計・工事

監理費、建替え工事費 

無接道敷地での建替え促進 道路に接道していない建築物 
建替えの計画を策定するコンサル

タントの派遣等 

老朽化マンションの建替え 分譲マンション 
マンション建替え組合設立支援を

行うコンサルタントの派遣等 

 

 

・木造建物の耐震化 

木造建物耐震化推進事業では、大規模地震で倒壊のおそれのある木造建築物について、

耐震診断に基づく耐震補強工事、耐震建替え工事、除却工事等に係る費用の一部を助成

しています。また、高齢者などの災害時要配慮者の負担を軽減するため、補助制度を拡

充し、耐震化を推進していきます。 
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・非木造建物の耐震化 

非木造建物耐震化推進事業では、大規模地震による倒壊等のおそれがある非木造建築

物について、耐震診断に基づき耐震補強工事、耐震建替え工事等に係る費用の一部を助

成しています。また、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断、耐震改修等に対する補

助制度を拡充し、耐震化を推進していきます。 

 

・特定緊急輸送道路沿道建物の耐震化 

特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業では、地震発生時の建築物の倒壊による道

路閉塞を防ぎ、輸送路等を確保するため、沿道建築物の耐震補強設計、耐震補強工事等

に係る費用の一部を助成しています。また、補助制度を拡充し、耐震化を推進していき

ます。 

 

・不燃化特区支援制度 

  不燃化特区に指定された地区内の木造建築物及び非木造建築物について、木造建築物

耐用年数の 3分の 2を経過したもの（住宅の場合、築 15 年以上）、非木造建築物で昭和

56 年 5 月 31 日以前に建築され、区が危険と判定したものに対して、解体工事、建替え

に伴う設計・工事監理費、建替え工事費等に係る費用の一部を助成しています。 

 

・密集住宅市街地整備促進事業 

  区が指定する優先整備路線沿道の建築物、指定地区内において、共同建替えを行い、

共同住宅を建築するものに対して、解体工事、建替えに伴う設計・工事監理費、建替え

工事費等に係る費用の一部を助成しています。 

 

・無接道敷地での建替え促進 

荒川区では、区内にある約 42,000 棟の建築物のうち、約 2,100 棟が建築基準法上の

道路に接していない敷地（以下「無接道敷地」という。）になっています。無接道敷地

では、建替えができないため、不燃化・耐震化が進まず、防災面において課題となって

います。 

こうした課題を解決するため、区では、無接道敷地での建替えを可能とする荒川区近

隣まちづくり推進制度 13を独自に設け、計画作成時のコンサルタント派遣等の支援を行

っています。制度の活用や接道要件の法令等を用いた運用 14により、無接道敷地の解消

に努め、着実に安全で安心して住み続けられるまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

           
１３荒川区近隣まちづくり推進制度：無接道敷地での建て替えを推進するため創設された制度。「向こう三軒両隣」で通路を設ける

ことで無接道敷地でも建て替えができる。また、コンサルタントの派遣等が受けられる。 

 

１４接道要件の法令等を用いた運用：建築基準法第 43条では建築物の敷地が道路に 2ｍ以上の接する事を義務づけているが、規定を

満たせない場合でも、将来的に通路を幅員 4ｍの道とする協定を結ぶ、非常時に隣接敷地から

避難できるようにするなど、一定の要件を満たせば例外として建築することが許可される。荒

川区では、この許可基準を細かに定めている。（建築基準法 86 条第 2 項） 
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・老朽化マンションの建替え 

マンションの建替えを実施する上での課題を解決するため、マンションの建替えの円

滑化等に関する法律（以下「マンション建替え円滑化法」という。）が平成 14 年に制定

されました。この法律により、法人格を有するマンション建替組合の設立、権利変換手

続きによる関係権利の変換などの仕組みを活用して、安定的に建替え事業を実施できる

ようになりました。 

しかし、旧耐震基準に基づき建設されたマンションの建替えについては、進んでいな

いのが現状です。そこで国は、令和 7年にマンション関連の法律（マンション建替え円

滑化法は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に名称を変更）を大幅に改正し、

耐震性不足等の建替え等が必要なマンションに関し、従来の建替えや敷地売却に加え、

マンション全体のリノベーションなどが円滑に行えるようにしました。また、容積率の

緩和に加え、高さ制限の緩和を可能とする特例制度や、対象を改修工事などへ拡大し、

これにより建替えや耐震改修等によるマンションの再生の促進を図りました。 

さらに、老朽化マンションの建替え等の制度について、分譲マンションセミナー等の

機会を通じ積極的に情報提供を図るとともに、必要な支援を行います。 

また、令和 2年 4月から「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条

例」が施行され、昭和 58 年以前に建築された分譲マンションの管理組合に対し、管理

状況の届出が義務付けられています。今後もこの届出の機会を通じ、マンションの建替

えや耐震化の働きかけを行うなど、きめ細やかな支援や助成を行っていきます。 
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２ 関連施策の推進                          

地震発生時の総合的な安全対策として以下の 8点に取り組みます。 

 

（１）ブロック塀等の除却促進 
平成 30 年 6 月に発生した大阪府北部の地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、

ブロック塀等の倒壊による通行障害防止のため、耐震改修促進法施行令が改正されまし

た。区内には、耐震改修促進法において耐震診断が義務付けられている塀はありません

が、狭い道路に面した古いブロック塀や万年塀が多く存在しています。 

荒川区では、危険な塀の除却等を促進するため、ブロック塀等撤去助成事業や生けが

き造成助成制度事業 15による塀の除却及び建替えの助成、細街路整備事業 16による拡幅

整備に伴うブロック塀等の移設費用等の助成を行っています。加えて、地区計画区域内

では、災害時における沿道の塀等の倒壊による怪我や避難経路の閉塞を防ぐため、コン

クリートブロック塀等を設置する場合は高さ 60 ㎝以下とする規定を設けて制限してい

ます。 

また、令和 2年度にはブロック塀等の実態調査を行い、発見された危険なブロック塀

等の所有者等に対し、パンフレット等を活用した周知・啓発を行いました。その後も毎

年追跡調査を実施し、危険なブロック塀等の所有者等に、周知・啓発を継続して行うこ

とで、除却等を促進し、避難経路の安全性の確保を図ります。 

 

（２）落下防止対策 

・窓ガラス、外壁等の落下防止対策 

建築物のガラス・外壁・天井などの地震時における落下防止対策については、特定 

建築物定期調査報告制度を活用し、実態把握に努めています。また、落下の可能性の

ある施設については、改修の実施等を指導し、落下防止対策を推進していきます。 

 

・工作物（屋外広告物等）の倒壊・落下・脱落防止対策 

   地震の際、高架水槽、看板等の工作物が脱落し被害をもたらすことがないよう、東    

京都屋外広告物条例、道路法及び建築基準法に基づき、工作物の許可･確認申請時に

安全に設置することを指導しています。また、定期点検時に危険性が指摘されたもの

については、設置者等に対し速やかな改修を指導していきます。 

その他、現状の把握に努め、倒壊、落下又は脱落の恐れがある工作物については、  

管理者等に注意喚起を行う等、速やかに対策が講じられるように指導していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

           
１５生けがき造成助成制度：荒川区では、道路に面する敷地の緑化を促進し、みどりの豊かなまちづくりを推進するため、生けがき

造成のための費用の一部を荒川区が助成している。また、生けがきをつくるためにブロック塀などを取

壊すときの工事についても費用の一部を助成している。 

１６細街路拡幅整備事業：細街路に面した敷地で、新築や建替えをする場合、建築基準法に基づいて道路中心線から 2m 後退（セッ

トバック）し、計画しなければならない。荒川区では、道路中心線から 2ｍの後退位置までの部分（後退

用地）を順次拡幅整備し、防災性の向上・居住環境の改善を図る事を進めており、後退用地やすみきり用

地にある障害物除去費用の一部を助成している。 
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（３）エレベーターの閉じ込め防止対策（分譲マンションの防災対策） 

 平成 23 年 3 月の東日本大震災、平成 30 年 6 月の大阪府北部の地震では、エレベータ

ーの閉じ込めや運転停止が多数発生しました。発災後に発生した通信回線の輻輳や公共

交通機関の停止等の影響により、閉じ込め救出・運転復旧への対応に長時間を要しまし

た。 

特に、発生が懸念される首都直下地震では、閉じ込め救出や運転復旧への対応に長時

間を要すると予想されています。 

エレベーターの地震対策については、過去の地震による被害等を踏まえ、エレベータ

ーの閉じ込めや故障・損傷の抑止のための対策として、かご及び釣合おもりのガイドレ

ールからの外れ防止、ロープが滑車から外れ防止、釣合おもりの脱落防止、地震時管制

運転装置の設置等が建築基準法により義務付けられました。これらの地震対策や安全性

の確保のため、設置や管理に関する事業者団体と連携し、適切な対策の指導を継続する

とともに、国や東京都等と連携したパンフレット等を活用した情報提供を行っていきま

す。 

また、令和 7 年度に開始したマンションを対象とした、防災対策支援制度を創設し、

エレベーターの閉じ込め防止や在宅避難を円滑に行うため、エレベーターの耐震化の支

援を行い、防災力の向上を図ります。 

 

（４）がけ・よう壁の安全対策 

・よう壁倒壊防止対策 

 がけやよう壁は、時間の経過と共に老朽化したり、雨や地震によりひびが入ったり

傾いたりします。区内にもがけやよう壁は存在しており、建物の建築に伴う相談の中

で安全性のチェックを行い実態の把握に努めています。 

また、がけやよう壁を定期的に確認する必要性を周知・啓発し、安全性が確保され

ていないものについては適切な補強等が行われるよう指導していきます。 

 

  ・土砂災害警戒区域等における安全対策 

   東京都は平成 30 年 1 月 30 日に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策   

の推進に関する法律」に基づき、西日暮里の一部を土砂災害（特別）計画区域に指定

しました。（令和 8 年 3 月時点では、土砂災害警戒区域 7 箇所、うち土砂災害特別警

戒区域 5箇所が指定） 

このうち土砂災害特別警戒区域は、がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）が発生した場合に

建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある区域

であり、特定開発行為の許可や、建築物の構造制限があります。 

区では土砂災害警戒区域等の指定区域を表示した土砂災害ハザードマップを作成

し、配布するとともに、同マップをホームページに掲載し、広く周知することと併せ、

平成 30 年からは、土砂災害特別警戒区域内のよう壁所有者が、よう壁の状況の把握

や今後の対策等の検討について相談できるように専門家を派遣する「擁壁専門家派遣

事業」を行っています。 

また、平成 31 年度からは土砂災害特別警戒区域内のよう壁所有者が、よう壁等の

対策工事を行う際に、区が工事費の一部を助成する取り組みを行っています。さらに、

令和 8年度には、工事助成費の増額や、道路沿道等のよう壁についてより手厚い支援

ができるよう、助成の拡充を予定しています。 

このような支援策等により、宅地及び建築物の安全性の向上を図り、災害に強いま

ちづくりを推進します。 
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（５）長周期地震動対策 

  平成 23 年の東日本大震災では、都内の超高層建築物等で長時間の揺れが観測されま

した。これらの現象は、長周期地震動 17が原因であるとして注目されています。長周

期地震動により、設備や非構造部材 18の破損、家具の転倒等に影響が出る恐れがあり

ます。 

そのため区では、東京都と連携しながらパンフレット等を活用して情報提供を行い、

長周期地震動の危険性や家具類の転倒・落下・移動防止措置等の重要性について周知す

るとともに、安全対策について促進していきます。 

 

（６）屋内の安全対策 

・就寝時被害防止対策 

住宅の地震対策について、経済的な理由等で大がかりな耐震改修ができない場合は、

家屋が倒壊しても一定の空間を確保する耐震シェルター等を設置する方法がありま

す。 

既存の住宅内に設置するため、住みながら工事を行うことができ、耐震改修工事よ

り短期間、低コストでの設置が可能で、区では設置費用の一部を助成しています。 

また、大地震により建物が倒壊してもベッド廻りの安全を確保することができる防

災ベッドについても、高齢者世帯等を対象として設置費用の一部を助成しています。 

 

・家具類の転倒・落下・移動防止対策 

   近年発生した地震における、けがの原因のうち、約 3割から 5割が家具類の転倒・

落下・移動によるものとなっています。 

区では、震災時の家具転倒・落下による被害から区民を守るために、平成 23 年度

より、家具類の転倒・落下・移動防止対策の支援を行っています。今後も、関係部署

と連携して家具転倒防止器具取付けの促進に努めます。 

 

・感震ブレーカー設置助成 

   過去の大規模地震時に発生した火災の 6 割以上が電気に起因するものとなってい

ます。 

区では、避難時にブレーカーを落とすことの重要性を周知するとともに、地震等の

揺れを感知した際、自動的にブレーカーを落とし電気を遮断する感震ブレーカーの設

置費用を助成する等の支援を行うことにより、電気に起因する火災の発生を抑制しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

           
１７長周期地震動：揺れの周期が長い（約 2～20 秒）波を多く含む地震動で、ゆっくりとした揺れが長く続く特色がある。人が感じ

る震度が小さくても、超高層建築物等では共振により揺れが大きくなり構造安全性などへの影響が指摘されてい

る。 

１８非構造部材：仕上げ材や内装材のように、建物や人命の安全性の確保を直接の目的としない部材。例として、天井材、床材（フ

ローリング）、間仕切り壁等がある。近年の大地震では、天井材の落下など非構造部材での被害も発生しているこ

とから、耐震化の重要性が再認識された。 
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（７）避難道路等に通じる細街路の拡幅整備 

区内には、避難場所や防災拠点施設等への避難道路 19に通じる避難路 20等となる細街

路が多くあり、地震時には、建物や沿道工作物の倒壊により、避難への支障や通行者へ

の被害が発生する可能性があります。このため、区では、細街路拡幅整備事業により細

街路の拡幅整備を行い、災害時の安全性を高めています。 

また、密集住宅市街地整備促進事業においても、避難路を確保する道路の拡幅整備を

行っています。 

 

（８）空家等対策 

大地震が発生した際、老朽化した空き家は倒壊や屋根材の落下、外壁の崩落等が発生

し、道路閉塞や近隣建築物への被害をもたらすことが想定されます。このような被害に

備えるため、老朽空家除却助成事業により、危険な老朽空き家の除却費用の一部を助成

しています。 

老朽化した空き家の除却を促進し、大地震時の安全性を向上させ、もって安全で安心

して住める災害に強い街づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
１９避難道路：荒川区地域防災計画で定める道路。広域避難場所へ通じる道路であって、避難圏域内の区民を当該広域避難場所へ迅

速かつ安全に避難させるために、あらかじめ東京都地域防災計画で指定した道路。 

２０避難路：建築物から避難場所までの避難経路となる建築基準法第 42条に規定する道路、通学路、緊急輸送道路等。 
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関連事業一覧 

耐震化等対策 対象建物等 ＱＲコード 

木造住宅の耐震化 木造建築物  

 

 
非木造住宅の耐震化 

非木造建築物 

一般緊急輸送道路沿道建築物 

不燃化特区内における木造建物の建替え 指定地区内の木造建築物 
 

 

 不燃化特区内における建物の解体 指定地区内の建築物 

密集市街地における建物の建替え 指定地区内の建築物 

 

 

 

無接道敷地における建物の建替え 無接道建築物 

 

 

 

老朽化マンションの建替え 分譲マンション 

 

 

 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 特定緊急輸送道路沿道建築物 

 

 

 

関連する対策 対象建物等 ＱＲコード 

ブロック塀の撤去 ブロック塀 

 

 

 

分譲マンションの防災対策 分譲マンション 

 

 

 

よう壁の安全性の確認 西日暮里 3丁目 

西日暮里 4丁目 

 

 

 よう壁の工事 

家具等の地震対策 
区内に住所を有している世帯 

 

 

 感震ブレーカーの設置 

細街路の拡幅 
建築基準法 42条 2項道路 

に接している建物 

 

 

 

空き家の解体 空き家 

 

 

 

※事業内容は予告無しに変更する場合があります。 

 
 
 



 

- 45 - 
 

３ 指導・助言                             
 建物倒壊による被害を低減させるために、法令等に基づき以下の 2 点に取り組んでい

きます。 

 

（１）指導・助言 

多数の者が利用する建物や地域に不安を与える危険な建物の所有者等に対し、耐震化

に向けた指導・助言を行います。 

 

（２）耐震改修促進法や耐震化推進条例等に基づく指導等 

防災拠点となる施設や緊急輸送道路の機能を確保するため、対象となる建物の所有者

等に対し、耐震改修促進法や耐震化推進条例に基づく指導等を行います。 

また、放置すれば著しく保安上危険であると認められる場合には、建築基準法に基づ

く勧告・命令等を行うことを検討します。 

 

 

 指示・助言等の実施の流れは以下になります。 

 

①耐震改修促進法による指導等の実施 

 内容 該当法令 

報告命令等 

耐震診断を義務付けられた建築物の所有者に対し

て、耐震診断を実施し、報告するよう命令を行い

ます。 

第 8条第 1項、 

附則第 3条第 3項 

指導・助言 

対象建築物の所有者に対して、速やかに耐震診断

や耐震改修を実施し、耐震化を図るよう指導・助

言等を行います。 

第 12 条第 1項、 

第 15 条第 1項、 

第 16 条第 2項、 

附則第 3条第 3項 

指示 

指導・助言を行った後、耐震診断や耐震改修が行

われない場合、耐震化を図るよう指示を行います。

また、必要に応じて立入り検査を実施します。 

第 12 条第 2項、 

第 15 条第 2項、 

附則第 3条第 3項 

公表 

指示を行った後、相当の猶予期限を越えても、正

当な理由がなく、必要な耐震診断等を実施しなか

った場合、建物名称と建物所有者の名称を区ホー

ムページ等で公表することを検討します。 

第 12 条第 3項、 

第 15 条第 3項、 

附則第 3条第 3項 
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②耐震化推進条例による指導等の実施 

 内容 該当法令 

指導・助言 

区は東京都と連携を図りながら、建築物の所有者

に対し、耐震化の必要性を説明し実施を促しま

す。啓発文書の送付、個別訪問等により指導・助

言を行います。 

第 11 条第 1項 

指示 

指導・助言により耐震診断の実施を促しても、な

お実施しない場合は、具体的な事項を記載した文

書を交付して指示を行います。 

第 11 条第 2項 

命令 

指示に関する期限経過後も、正当な理由がなく必

要な耐震診断を実施しないときは、当該所有者に

対し、当該指示に係る耐震診断を実施すべきこと

を記載した文書を交付して命じます。 

第 13 条 

公表 

指示を受けた建物の所有者が、正当な理由がなく

必要な耐震診断等を実施しないときは、耐震診断

が実施されない旨及び建築物の所在地等を公表

します。 

第 12 条第 1項 

耐震改修等 

実施指示 

建築物が、耐震化指針 21に定める地震に対する安

全性の基準に適合していない場合で、特に必要と

認める時は、当該建築物の所有者に対し、耐震改

修等を実施するよう指示します。 

第 14 条第 1項 

耐震改修等実施

指示に係る公表 

指示を受けた建物の所有者が、正当な理由がなく

必要な耐震改修等を実施しないときは、耐震改修

等を実施しなかった旨及び建築物の所在地等を

公表します。 

第 14 条第 2項 

 

③建築基準法による勧告または命令等の実施 

 内容 該当法令 

勧告 

指示・公表を行った後、相当な猶予期限を越えても

指示に従わなかった場合、放置すれば著しく保安上

危険となるおそれがある建築物に対して、必要に応

じて勧告を行います。 

第 10 条第 1項 

命令 

勧告を行った後、正当な理由がなく、勧告に係る措

置をとらなかった場合は、命令を行います。また、

著しく保安上危険であると認められる建築物につ

いては、指示・勧告が行われていない場合でも、命

令を行うことを検討します。 

第 10 条第 2項、 

第 3項 

 

 

 

 
           

２１耐震化指針：都知事が緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の実施について定めた技術的な指針。地震に対する安全性を評価する方

法や安全性の基準が定められている。 
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第５章 計画の実現に向けて 

１ 計画の進行管理                          
 本計画における耐震化率の目標達成に向け、定期的に耐震化の進捗状況を確認し、必要

に応じて施策・支援策等の見直しを行うなど、計画の適切な進行管理を行います。 

 また、耐震化促進アクションプログラムを策定し、耐震化促進のための具体的な取り組

みと目標を毎年設定し、その実施状況を公表して対策を進めます。 

 

 

２ 国、東京都との連携                        
国や東京都に対し、財政支援の充実を求めるとともに、国等が行う補助、融資、税制等

の支援に関する情報収集を行い、促進策に活用します。 

 また、関係団体等と連携し、耐震化の促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 48 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料
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１ 首都直下地震における荒川区・東京都の被害想定（参考） 

想定項目 荒 川 区 東 京 都 

条 

件 

規    模 
都心東部直下

地震 M7.3 
都心南部直下地震 M7.3 

時期および時刻 冬の夕 18 時 冬の朝 5 時 冬の昼 12 時 冬の夕 18 時 

風    速 8ｍ/秒 8ｍ/秒 

人 

的 

被 

害 

死  者 389 人 5,879 人 3,547 人 6,148 人 

原
因
別 

建物被害等 327 人 6,927 人 4,972 人 5,378 人 

地震火災 58 人 540 人 1,138 人 4,081 人 

急傾斜･落下物・ブ

ロック塀 
4 人 183 人 186 人 183 人 

負傷者 

（うち重傷者） 

2,217 人 138,804 人 134,854 人 147,611 人 

(597 人) (18,073 人) (18,267 人) (21,893 人) 

原
因
別 

ゆれ液状化等に 

よる建物倒壊 
1,657 人 133,140 人 126,530 人 125,964 人 

地震火災 156 人 1,725 人 4,381 人 17,709 人 

急傾斜･落下物・ブ

ロック塀 
134 人 3,939 人 3,943 人 3,938 人 

屋内収容物の移動・転倒 270 人 6,167 人 6,665 人 6,211 人 

物 

的 

被 

害 

建
物
被
害 

ゆれ液状化等に 

よる建物倒壊 
8,379 棟 116,224 棟 116,224 棟 116,224 棟 

地震火災 

（上記倒壊建物を含

まない) 

1,667 棟 

（－） 

21,240 棟 

（20,074 棟） 

54,417 棟 

（50,682 棟） 

201,249 棟 

（188,076 棟） 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

電力施設(停電率) 47.30% 11.90% 12.90% 17.60% 

通信施設(不通率) 7.30% 1.30% 2.60% 7.60% 

ガス施設(支障率) 6.30% 26.80% 26.80% 26.80% 

上水道施設(断水率) 58.30% 34.50% 34.50% 34.50% 

下水道施設(被害率) 8.20% 23.00% 23.00% 23.00% 

そ

の

他 

帰宅困難者の発生 26,696 人 － 4,714,314 人 4,714,314 人 

避難者の発生 109,076 人 2,656,898 人 2,788,191 人 3,385,489 人 

エレベーター閉じ込め台数 841 台 7,008 台 7,096 台 7,473 台 

災害時要援護者死者数 338 人 3,654 人 2,934 人 4,921 人 

自力脱出困難者 1,897 人 60,450 人 56,419 人 56,666 人 

震災廃棄物 134 万ｔ 3,882 万ｔ 3,957 万ｔ 4,289 万ｔ 

出典：荒川区地域防災計画 第 3 節 被害想定、首都直下地震等による東京の被害想定(令和 4 年 5 月) 

 
※1 小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。 
※2 揺れ・液状化等による建物全壊と火災の重複を除去しているため、要因別の被害の合算値とは一

致しない。 
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２ 耐震関係年表 

大きな被害を出した地震 

 

発生年月日 名 称 
マグニチ 

ュード 
震度 被害（人、棟） 

1946（昭 21）12/21 南海地震 8.0 ５ 
死者 1,330、家屋全壊 11,591、半壊 23,487、 

流失 1,451、焼失 2,598 

1948（昭 23）6/28 福井地震 7.1 ６ 
死者 3,769、家屋全壊 36,184、半壊 11,816、 

焼失 3,851 

1950（昭 25）年 建築基準法制定 

1952（昭 27）3/4 十勝沖地震 8.2 ５ 
死者・行方不明者 33、家屋全壊 815、     

半壊 1,342、焼失 91 

1962（昭 37）4/30 宮城県北部地震 6.5 ４ 死者 3、家屋全壊 340、半壊 1,114 

1964（昭 39）6/16 新潟地震 7.5 ５ 
死者 26、家屋全壊 1,960、半壊 6,640、浸水

15,298 

1968（昭 43）5/16 十勝沖地震 7.9 ５ 死者 52、家屋全壊 673、半壊 3,004 

1971（昭 46）年 
建築基準法施行令改正 

（旧耐震基準） 

・ＲＣ構造：柱のせん断補強強化 

・一体のＲＣ基礎  等 

1974（昭 49）5/9 伊豆半島地震 6.9 ５ 死者 30、家屋全壊 134、半壊 240、全焼 5 

1978（昭 53）1/14 伊豆大島近海地震 7.0 ５ 死者 25、家屋全壊 96、半壊 616 

1968（昭 43）5/16 宮城県沖地震 7.4 ５ 死者 28、家屋全壊 1,183、半壊 5,574 

1981（昭 56）年 
建築基準法施行令改正 

（新耐震基準） 

・構造計算へのじん性の導入 

・木造：基礎の緊結、壁量計算の見直し  等 

1983（昭 58）5/26 日本海中部地震 7.7 ５ 
死者 104、建物全壊 934、半壊 2,115、 

流失 52、一部破損 3,258 

1984（昭 59）9/14 長野県西部地震 6.8 ４ 
死者 29、建物全壊・流失 14、半壊 73、 

一部破損 565 

1987（昭 62）12/17 千葉県東方沖地震 6.7 ５ 死者 2、建物全壊 10、一部破損 60,000 余 

1993（平 5）1/15 釧路沖地震 7.8 ６ 死者 2、家屋全壊 12、半壊 73、一部破損 3,389 

1993（平 5）7/12 北海道南西沖地震 7.8 ６ 

死者・行方不明者 230、建物全壊 601、    

半壊 408、一部破損 5,490、浸水 455、 

建物火災 192 

1994（平 6）10/4 北海道東方沖地震 8.1 ６ 
建物全壊 61、半壊 348、一部破損 7,095 

浸水 184 

1994（平 6）12/28 三陸はるか沖地震 7.5 ６ 
死者 3、建物全壊 72、半壊 429、一部破損 9,021 

 

1995（平 7）1/17 
兵庫県南部地震 

（阪神・淡路大震災） 
7.3 ７ 

死者・行方不明者 6,434、建物全壊 104,906、

半壊 144,274、一部破損 390,506、全焼 7,036、 

半焼 96、部分焼 333 
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発生年月日 名 称 
マグニチ 

ュード 
震度 被害（人、棟） 

1995（平７）年 
建築物の耐震改修の 

促進に関する法律の制定 

・特定建築物所有者への耐震診断・改修の努力義務 

・耐震改修計画の策定による建築基準法の特例 

・耐震診断・改修技術指針の国による提示 

2000（平 12）10/６ 鳥取県西部地震 7.3 ６強 負傷者 182、建物全壊 435、半壊 3,101 

2001（平 13）3/24 芸予地震 6.7 ６弱 死者 2、負傷者 288、建物全壊 70、半壊 774 

2003（平 15）5/26 宮城県沖の地震 7.1 ６弱 負傷者 174、建物全壊 2 ,半壊 21 

2003（平 15）7/26 宮城県北部の地震 6.4 ６強 負傷者 677、建物全壊 1,276、半壊 3,809 

2003（平 15）9/26 十勝沖地震 8.0 ６弱 
死者 1、不明 1、負傷者 849、建物全壊 116、半

壊 368 

2004（平 16）10/23 新潟県中越地震 6.8 ７ 
死者 68、負傷者 4,805、建物全壊 3,175、半壊

13,810 

2005（平 17）3/20 
福岡県西方沖の

地震 
7.0 ６弱 死者 1、負傷者 1,204、建物全壊 144、半壊 353 

2005（平 17）7/23 
千葉県北西部の

地震 
6.0 ５強 

負傷者 38、エレベーター停止約 64,000 台、閉

じ込め 78 台 

2005（平 17）8/16 宮城県沖の地震 7.2 ６弱 負傷者 100、建物全壊 1 

2007（平 19）3/25 能登半島沖地震 6.9 ６強 死者 1、負傷者 356、建物全壊 686、半壊 1,740 

2007（平 19）7/16 新潟県中越沖地震 6.8 ６強 
死者 15、負傷者 2,346、建物全壊 1,331、半壊

5,709、建物火災 3 

2008（平 20）6/14 岩手・宮城内陸地震 7.2 ６強 
死者・行方不明者 23、負傷者 426、建物全壊

30、半壊 146 

2011（平 23）3/11 

東北地方太平洋

沖地震 

（東日本大震災） 

9.0

（Mw） 
７ 

死者 19,689、行方不明者 2,563、負傷者 6,223、

建物全壊 121,995、半壊 282,939（H31,3,1 現

在） 

2016（平 28）4/14～ 熊本地震 7.3 ７ 
死者 273、負傷者 2,809、建物全壊 8,667、半

壊 34,719、建物火災 15（H31,4,12 現在） 

2018（平 30）6/18 大阪府北部の地震 6.1 ６弱 
死者 6、負傷者 462、建物全壊 21、半壊 483、

建物火災 7（H31,4,1 現在） 

2018（平 30）9/6 
北海道胆振東部

地震 
6.7 ７ 

死者 43、負傷者 782、建物全壊 469、半壊 1,660、

建物火災 2（R 元,8,20 現在） 

2024（令和 6）1/1 能登半島地震 7.6 ７ 
死者 634、負傷者 1,398、建物全壊 6,532、半

壊 23,680（R7,8,5 現在） 

※1 Mw はモーメントマグニチュード（地震による地下の岩盤のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれ
た量×岩石の硬さ）をもとにした計算したマグニチュード）を示す。 

※2 平成 28 年（2016 年）熊本地震のマグニチュード及び最大震度は、一連の地震におけるこれまでの最大
の値を記載している。 

（理科年表及び総務省消防庁データ、気象庁データ、荒川区地域防災計画から） 
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３ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化と道路機能確保に係るシミュレーション 

（東京都耐震改修促進計画（令和 8 年 3 月）より抜粋） 
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庁議説明資料 

８.１.１５ 区民生活部生活安全課 

 

荒川区生活安全条例の一部改正に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

内 容 

  

１ 概要 

パブリックコメントに対する区の考え方を整理したので報告する。 

 

２ パブリックコメント実施概要 

（１）意見募集期間 

令和７年１１月２７日（木）～１２月１８日（木） 

（２）閲覧場所 

   分庁舎２階生活安全課窓口、区ホームページ 

（３）パブリックコメント実施周知 

   区報、区ホームページ、生活安全課窓口、あらかわ・Ｅモニター、 

荒川区ＬＩＮＥ公式アカウント、荒川区町会連合会会議、 

荒川区商店街連合会常任理事会 

 

３ パブリックコメント実施結果 

（１）意見提出者 

１８名（電子申請：９名、持参：４名、ＦＡＸ：５名） 

（２）意見の内訳（２９件） 

  ア 条例改正全般についての意見・・・・・・・・・８件   

  イ 条文の内容に対する意見・・・・・・・・・・１０件 

  ウ 区の生活安全施策への提言等に関する意見・・１１件 

（３）意見の取扱い 

  ◎ 本条例改正に反映する・・・・・・・・・・・・０件 

○ 改正内容に盛り込んでいる・・・・・・・・・・７件 

― 意見・要望としてお聞きする・・・・・・・・２２件 

 

４ 荒川区生活安全条例の一部改正に対するパブリックコメントの実施結果 

  別紙１のとおり 

 

５ 条例改正（案） 

別紙２のとおり 

 

今 後 の 

予 定 

令和８年 ２月 ３日 福祉・区民生活委員会 

（内示・パブリックコメント結果報告） 

１６日 ２月会議に議案を提出 

       １９日 福祉・区民生活委員会（議案審査） 

４月 １日 改正条例施行 

（ただし、第１０条から第１４条まで、第１９条及び 

第２０条の改正は、同年７月１日から施行） 



議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

福祉・区民生活委員会 
委員会報告後 ３月２１日 ３月２１日 － 

 



別紙１ 

 荒川区生活安全条例の一部改正に伴うパブリックコメントの実施結果 

 

 

１ 募集期間 

令和７年１１月２７日（木）～１２月１８日（木） 

 

２ 閲覧場所 

   分庁舎２階生活安全課窓口、区ホームページ 

 

３ パブリックコメント実施周知 

   区報、区ホームページ、生活安全課窓口、あらかわ・Ｅモニター、 

荒川区ＬＩＮＥ公式アカウント、荒川区町会連合会会議、 

荒川区商店街連合会常任理事会 

 

４ パブリックコメント実施結果 

（１）意見提出者 

１８名（電子申請：９名、持参：４名、ＦＡＸ：５名） 

（２）意見の内訳（２９件） 

  ア 条例改正全般についての意見・・・・・・・・・８件   

  イ 条文の内容に対する意見・・・・・・・・・・１０件 

  ウ 区の生活安全施策への提言等に関する意見・・１１件 

（３）意見の取扱い 

  ◎ 本条例改正に反映する・・・・・・・・・・・・０件 

○ 改正内容に盛り込んでいる・・・・・・・・・・７件 

― 意見・要望としてお聞きする・・・・・・・・２２件 
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荒川区生活安全条例の一部改正に対する意見の概要及び意見に対する区の考え方・対応 

◎：条例に反映する ○：改正内容に盛り込んでいる ―：意見・要望としてお聞きする 

 

■条例改正全般についての意見 

No 意見の概要 意見に対する区の考え方・対応 取扱区分 

１ 条例の改正案について賛成する。 

 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。 
- 

２ 条例の規制範囲が、区全体の予定であ

ると聞き、西日暮里や町屋でも見たこ

とがあるので賛成である。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。誰もが安心して快適に利用できる

環境の確保に向け、取り組んでまいり

ます。 

- 

３ 本条例の改正は大きく賛成であり、日

暮里駅周辺の環境改善につながると思

う。ぜひ早期の実現に向けて対応して

ほしい。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。警察と緊密に連携し、誰もが安心

して快適に利用できる環境の確保に向

け、取り組んでまいります。 

- 

４ 法の効果がそぐわない時や悪化してい

る場合には、より効果のある条例に改

正していくことは当然である。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。警察と緊密に連携し、実効性のあ

る取組を進めてまいります。 

- 

５ 全面的に賛成である。 ご賛同のご意見をありがとうございま

す。 
- 

６ 区の治安を維持するために必要な規制

だと考える。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。警察と緊密に連携し、実効性のあ

る取組を進めてまいります。 

- 

７ 日暮里駅前で従業員や女性による客待

ち行為の様子は、雰囲気が悪く、良い

ものではないと思っている。条例が改

正され、規制が強化されることに賛成

である。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。警察と緊密に連携し、誰もが安心

して快適に利用できる環境の確保に向

け、取り組んでまいります。 

- 

８ 過料の徴収については大賛成である。 ご賛同のご意見をありがとうございま

す。実効性のある取組を進めてまいり

ます。 

- 

 

■条文の内容に対する意見 

No 意見の概要 意見に対する区の考え方・対応 取扱区分 

１ 店頭での違反表示など効果的な公表方

法を検討していただきたい。 

（同様の意見他１件） 

本改正条例第１３条において、「勧告

を受けた者が正当な理由なく当該勧告

に従わなかったときは、その旨を公表

することができる」と規定しておりま

す。ご提案の「店頭での違反表示」に

ついては、営業活動に影響を及ぼす懸念

○ 
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があるため、実現は難しいものと考えて

おりますが、実効性のある公表は重要で

あると認識しており、区の広報媒体を活

用した効果的な公表を検討してまいり

ます。 

２ 規制対象の行為について、横断歩道周

辺でたむろすることによる歩行者妨害

行為等の取締りを要望する。 

ご指摘の「横断歩道周辺でのたむろに

よる歩行者妨害」等の行為について

は、本改正条例第２条第６号におい

て、「客引き行為の相手方を待つ目的

又は第４号に掲げる営業の客となろう

とする者から声をかけられる目的で、

うろつき、たたずみ、又はたむろする

こと」と定義される「客待ち行為」に

該当し、規制対象となります。 

こうした通行の妨げとなる行為に対し

ては、本改正条例に基づき、指導・勧

告等の措置を適切に講じるとともに、

警察とも連携して対処し、歩行者の安

全な通行と安心できる環境の確保に努

めてまいります。 

○ 

３ 他区において区条例を制定している１

３区より、現実的・厳格な対応をとる

ことができる内容にすべきである。 

本改正条例は、先行して条例を制定し

ている他区の規定を取り入れるととも

に、区の実態に即した独自の課題にも

対応できるような内容としておりま

す。具体的には、対象行為の規制範囲

を区内全域にするなど、他区の事例を

研究しつつ、区の実態に合わせてより

踏み込んだ厳格な内容となっておりま

す。今後とも、地域の状況に応じた実

効性のある施策を推進し、違反行為に

対しては毅然とした対応を図ってまい

ります。 

○ 

４ 条例の対象に関してコンセプトカフェ

も含めてもよいのではないか。 

本改正条例第２条において、「酒類を

伴う飲食をさせる行為を提供する営

業」を規定しております。いわゆる

「コンセプトカフェ」等であっても、

その営業形態が当該規定に該当する場

合は、規制対象となります。 

○ 

５ 勧告・過料など処分を繰り返すものに

はさらに厳しい処分を検討してよい。

本改正条例は、第１１条の勧告及び第

１９条の過料を設けることにより、違
－ 
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（同様の意見他３件） 反行為の抑止を図るものです。運用に

あたっては、規定の厳格な執行はもと

より、いただいたご意見を踏まえ、違

反行為を繰り返す対象者への対応を含

めた再発防止に努めてまいります。今

後、運用の状況を注視するとともに、

他自治体の先行事例等も参考にしなが

ら、施策の実効性をさらに高めるため

の手法について、継続的に研究・検討

してまいります。 

６ ハウスメーカーの勧誘も煩わしい。こ

れも該当するのか。 

本改正条例第２条では、規制の対象と

なる営業として「酒類を伴う飲食をさ

せる行為を提供する営業、カラオケ、

風俗営業、整体等」を規定しておりま

す。ハウスメーカー等の不動産関連業

による勧誘については、本改正条例が

目的とする特定の営業種別には該当し

ないため、規制対象外となります。 

しかしながら、執拗な勧誘等について

は、都迷惑防止条例で規制しているた

め、内容に応じて警察の取締り対象と

なります。引き続き、警察と情報共有

を図りながら、誰もが安心して通行で

きる環境づくりに努めてまいります。 

－ 

 

■区の生活安全施策への提言等に関する意見 

No 意見の概要 意見に対する区の考え方・対応 取扱区分 

１ 条例改正により地域の安全や快適さが

高まることを期待する。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。ご期待に応えるべく、改正後は警

察等の関係機関と緊密に連携し、誰も

が安心して快適に利用できる環境の確

保に向け、取り組んでまいります。 

- 

２ 規制の強化によって、治安の改善、不

安の解消に向かってもらえると良いと

思う。 

ご賛同のご意見をありがとうございま

す。ご期待に応えるべく、改正後は警

察等の関係機関と緊密に連携し、誰も

が安心して快適に利用できる環境の確

保に向け、取り組んでまいります。 

- 

３ 条例の抜け道ができる可能性があると

思うので改正して終わりではなく、指

導や立ち入り調査、再改正など継続し

ご指摘のとおり、本改正の成立が目的

ではなく、その後の周知活動や粘り強

い指導等を継続していくことが重要で

－ 
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て検討してほしい。 あると認識しております。本改正を契

機に、地域の景観を向上させるととも

に、誰もが快適に利用できる環境の確

保を目指してまいります。 

４ 警備などの専門的な組織委託を検討し

てほしい。 

条例の実効性を担保するための取締体

制については、区と区内三警察署との

強力な連携のもと、厳格な指導・執行

に努めてまいります。ご提案の内容を

含め、より安定的かつ持続可能な実施

体制について、検討・研究してまいり

ます。 

－ 

５ 条例の実効性を高めるため、指導・勧

告・公表についてスピード感を持って

進めてほしい。 

本改正条例第１１条の勧告及び第１３

条の公表については、実効性を高める

ため、スピード感を持って執行するこ

とが必要であるものと考えておりま

す。違反行為を確認した場合には、速

やかな指導・勧告を行うとともに、悪

質な事案には遅滞なく過料を徴収する

など、迅速かつ毅然とした対応を図っ

てまいります。 

－ 

６ 条例施行の際には、会社や区民に対し

て広報を幅広く行ってほしい。 

条例の施行にあたっては、その趣旨を

広く浸透させるための周知活動が極め

て重要であると考えております。区ホ

ームページや SNS 等を活用した情報発

信に加え、合同パトロールやキャンペ

ーン等を通じて、町会や商店街、地元

店舗等の皆様へ丁寧に説明を行ってま

いります。いただいたご意見を踏ま

え、実効性の高い啓発活動を積極的に

展開してまいります。 

－ 

７ 行政・警察・町会・商店街がもっと連

絡を密にして協力をしていく体制が必

要である。 

ご指摘のとおり、地域の安全は、関係

機関と地域の皆様との緊密な協力体制

があってこそ守られるものです。本改

正条例第１６条では、関係行政機関等

への協力要請として「東京都、警察そ

の他の関係行政機関及び地域活動団体

に対し、情報の提供、助言その他の必

要な協力を求めることができる」旨規

定しております。 

本改正条例の周知や指導等の取締りに

○ 
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ついては、区及び区内三警察署が強固

に連携して取り組んでまいります。加

えて、町会や商店街の皆様とともに合

同パトロ―ルやキャンペーン等を開催

し、地域一丸となって改正案の趣旨を

幅広く周知していくことも考えており

ます。いただいたご意見も踏まえて施

策を進めてまいります。 

８ 健全で安全・安心な日暮里を望む。 いただいたご意見を真摯に受け止め、

本条例改正を契機に、警察等と緊密に

連携し、誰もが安心して快適に利用で

きる環境の確保に向け、取り組んでま

いります。 

－ 

９ 吉原のソープランドへの送迎者の駐車

等の取締りを要望する。 

自動車の路上駐車等の取締りについて

は、道路交通法に基づき警察が実施し

ております。 区としては、引き続き、

警察に対し定期的な指導・取締りの実

施を要望するとともに、本条例の改正

の周知啓発を図るため、警察と連携し

客引き行為等の防止を目的とした合同

パトロールやキャンペーン等を開催し

てまいります。こうしたイベント等で

警察が路上駐車への注意喚起を促進で

きるよう、取り組んでまいります。 

－ 

10 違法な客引きは良くないが、違法でな

ければ、繁華街に立っている客引き

は、犯罪抑止の一翼にもなっている部

分もあるのではないかと思う。 

繁華街における人の目の重要性につい

て、貴重なご意見をありがとうござい

ます。本改正条例は、公共の場所にお

いて客引き行為等を規制し、地域の景

観向上と誰もが快適に利用できる環境

の確保を目指すものです。一方で、本

改正条例第２条に該当しないチラシ配

りやティッシュ配り、敷地内からの呼

び込み、募金活動や署名活動などの社

会的活動については、本条例の規制対

象外としております。こうした健全な

活動の継続が、結果として街の活気や

防犯性を高め、安心・快適な環境づく

りにつながるものと考えております。

いただいたご意見も踏まえ、地域の皆

様が心地よく過ごせる環境づくりに努

○ 
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めてまいります。 

11 歩道を走る自転車利用者へ罰金と注意

を行うことで危険な状況やヒヤリハッ

トを減少させ、交通事故の防止に繋が

るため、警察と協力して定期的に自転

車利用者の運転を取り締っていただき

たい。 

自転車の安全利用および交通事故防止

について、貴重なご意見をいただきあ

りがとうございます。 

自転車の取締りについては、道路交通

法に基づき警察が実施しております。

区といたしましては、警察に対し定期

的な指導・取締りの実施を要望すると

ともに、緊密に連携して交通安全対策

を推進してまいります。 

区の具体的な取組としましては、ヒヤ

リハットが発生しやすい交差点等への

ストップマーク（路面表示）の設置

や、注意喚起看板の整備などの環境改

善を速やかに行います。また、警察と

連携した交通安全キャンペーンや講習

会を通じ、自転車利用者のルール遵守

とマナー向上を目指した周知・啓発活

動を積極的に展開してまいります。 

－ 
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（案）              

 

荒川区生活安全条例の一部を改正する条例（案） 

荒川区生活安全条例（平成１３年荒川区条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 （１）から（３）まで （略）  （１）から（３）まで （略） 

 （４） 客引き行為 次に掲げる営業につ

いて、通行人等不特定の者の中から相手

方を特定して客となるように誘う行為を

いう。 

 

  ア 酒類を伴う飲食をさせる行為を提供

する営業 

 

  イ 個室を設けて当該個室において客に

専用装置による伴奏音楽に合わせて歌

唱を行わせる施設を提供する営業 

 

  ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号。以下「法」という。）第２条

第６項に規定する店舗型性風俗特殊営

業 

 

  エ 専ら人の身体に接触して行う役務又

はこれを仮装したものを提供する営業

（午後８時から翌日の午前６時までの

時間において行うものに限り、かつ、

ウに該当するものを除く。） 

 

  オ わいせつな見せ物、物品若しくは行

為又はこれらを仮装したものの観覧、

販売又は提供をする営業（ウに該当す

るものを除く。） 

 

 （５） 勧誘行為 通行人等不特定の者の 

中から相手方を特定して行う次に掲げる 

行為をいう。 

 

ア 人の性的好奇心に応じて人に接する

役務に従事するように勧誘すること。 

 

イ 専ら異性に対する接待（法第２条第  

別紙２ 
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３項に規定する接待をいう。）をして

酒類を伴う飲食をさせる役務に従事す

るように勧誘すること。 

ウ わいせつな行為に係る人の姿態であ

って性欲を興奮させ、又は刺激するも

のをビデオカメラその他の機器を用い

て撮影するための被写体となるように

勧誘すること。 

 

 （６） 客待ち行為 客引き行為の相手方

を待つ目的又は第４号に掲げる営業の客

となろうとする者から声をかけられる目

的で、うろつき、たたずみ、又はたむろ

することをいう。 

 

 （７） 勧誘待ち行為 勧誘行為の相手方

を待つ目的又は第５号ア若しくはイの役

務に従事しようとする者若しくは同号ウ

の被写体となろうとする者から声をかけ

られる目的で、うろつき、たたずみ、又

はたむろすることをいう。 

 

 （８） 地域活動団体 町会、自治会、防

犯協会、ボランティア団体その他の地域

活動を行う団体をいう。 

 

 （９） 飲食店等を営む者 第４号アから

エまでに掲げる営業を行う者をいう。 

 

 （１０） 公共の場所 道路、公園、広場 

その他の不特定の者が通行し、又は利用 

する場所をいう。 

 

  

（適用上の注意）  

第３条 この条例の適用に当たっては、何人

の権利をも不当に侵害しないように留意し

なければならない。 

 

 

（区の責務） （区の責務） 

第４条 （略） 第３条 （略） 

２ 区は、前項の施策の実施に当たっては、

区の区域を管轄する警察署等関係行政機関

及び地域活動団体その他の関係者と緊密な

連携を図るものとする。 

２ 区は、前項の施策の実施に当たっては、

区の区域を管轄する警察署等関係行政機関

及び防犯関係団体その他の関係者と緊密な

連携を図るものとする。 

  

9



（区民等の責務） （区民等の責務） 

第５条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 区民等は、犯罪の防止並びに客引き行為

、勧誘行為、客待ち行為及び勧誘待ち行為

（以下「客引き行為等」という。）の防止

に関する区等の啓発活動に協力するよう努

めるものとする。 

３ 区民等は、犯罪の防止に関する区等の啓

発活動に協力するよう努めるものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（事業者の責務） （事業者の責務） 

第６条 （略） 

２及び３ （略） 

第５条 （略） 

２及び３ （略） 

４ 事業者は、犯罪及び客引き行為等の防止

に関する区等の啓発活動に協力するよう努

めるものとする。 

４ 事業者は、犯罪の防止に関する区等の啓

発活動に協力するよう努めるものとする。 

５ （略） ５ （略） 

  

（所有者等の責務） （所有者等の責務） 

第７条 （略） 第６条 （略） 

  

（禁止行為） （禁止行為） 

第８条 何人も、公共の場所において、不特

定の者に対し、客引き行為等をしてはなら

ない。 

 

第７条 何人も、公共の場所において、不特

定の者に対し、次に掲げる行為についての

客引きを行う目的で、公衆の目に触れるよ

うな方法で客引きの相手方となるべき者を

待ってはならない。 

  （１） 異性による接待（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第３項

に規定する接待（性的好奇心をそそるた

めに人の通常衣服で隠されている下着又

は身体に接触し、又は接触させる卑わい

な接待に限る。）をいう。）をして酒類

を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装

したものの提供をすること。 

 

 

 （２） わいせつな見せ物、物品若しくは

行為又はこれらを仮装したものの観覧、

販売又は提供をすること。 

２ 何人も、金銭その他の財産上の利益を供  
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与し、又はその供与を約束して、他人に公

共の場所における客引き行為等をさせては

ならない。 

  

（客引き行為等を用いた営業の禁止等）  

第９条 飲食店等を営む者は、前条第１項の

規定に違反する行為をした者その他の者か

ら紹介を受けて、客引き行為等を受けた者

を客として当該営業所内に立ち入らせては

ならない。 

 

２ 飲食店等を営む者は、公共の場所におけ

る客引き行為等の防止に関し、従業員への

指導、監督その他必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

  

（指導） （指導） 

第１０条 （略） 第８条 （略） 

２ 区長は、第８条又は前条第１項の規定に

違反する行為（次条、第１２条第１項及び

第２項並びに第１９条第１号において「違

反行為」という。）をしていると認められ

る者に対し、当該行為を中止するよう必要

な指導をするものとする。 

２ 区長は、前条の規定に違反する行為をし

ていると認められる者及びその者に当該行

為を命じた者並びにこれらの者に当該行為

を委託した者に対し、当該行為を中止する

よう必要な指導をすることができる。 

３ 区長は、前項の指導をあらかじめ指定す

る者に行わせることができる。 

 

４ 何人も、第２項の指導を、当該指導を行

う者に対する威迫、当該者に対するつきま

といその他当該者に不安を覚えさせるよう

な方法で、妨害してはならない。 

 

  

（勧告）  

第１１条 区長は、前条第２項の規定による

指導を受けた者が更に違反行為をしている

と認めるときは、その者に対し、当該行為

を中止するよう勧告することができる。 

 

  

（報告の徴収及び立入調査等）  

第１２条 区長は、第１０条第２項及び前条

の規定の施行に必要な限度において、違反

行為をした者に対し必要な報告をさせるこ
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とができる。 

２ 区長は、第１０条第２項及び前条の規定

の施行に必要な限度において、職員に、違

反行為をした者の事務所、営業所その他の

場所に立ち入らせ、必要な事項を調査させ

、又は関係者に対し、当該違反行為をした

者の氏名、住所その他必要な事項について

質問させ、若しくは文書の提示その他の協

力を求めさせることができる。 

 

３ 前項の規定による立入調査等をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

 

４ 第２項の規定による立入調査等の権限は

、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 

  

（公表）  

第１３条 区長は、第１１条の勧告を受けた

者が正当な理由なく当該勧告に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる

。 

 

２ 区長は、前項の規定による公表をしよう

とするときは、あらかじめ、当該公表に係

る者にその理由を通知し、意見を述べる機

会を与えなければならない。 

 

  

（店舗場所の提供者への通知）  

第１４条 区長は、前条第１項の規定による

公表をしたときは、当該公表に係る者にそ

の営業その他の業務の用に供するための場

所を提供する土地又は建物（その一部を含

む。）の所有者又は管理者に対し、当該公

表に係る事項を通知することができる。 

 

  

（関係行政機関への情報提供）  

第１５条 区長は、この条例の目的を達成す

るために必要があると認めたときは、この

条例の施行に関して把握した情報を、東京

都、警察その他の関係行政機関に対し提供
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することができる。 

  

（関係行政機関等への協力要請）  

第１６条 区長は、この条例の目的を達成す

るために必要があると認めるときは、東京

都、警察その他の関係行政機関及び地域活

動団体に対し、情報の提供、助言その他の

必要な協力を求めることができる。 

 

  

（推進組織の整備） （推進組織の整備） 

第１７条 （略） 第９条 （略） 

  

（委任） （委任） 

第１８条 （略） 

 

第１０条 （略） 

（過料）  

第１９条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

 

（１） 第１１条の規定による勧告を受け

た後に、違反行為をした者 

 

 （２） 第１２条第２項の規定による立入

調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は同項の規定による質問に対し陳述せず

、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

  

（両罰規定）  

第２０条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、前条の違反行為

をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても同条の過料を科

する。 

 

  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１０条から第１４条まで、第１９条

及び第２０条の改正は、同年７月１日から施行する。 

 

提案理由 

安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、禁止行為に客引き行為等を加えること等の
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ほか、規定を整備するため、この条例案を提出いたします。 
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庁議説明資料 

８.１.１５ 区民生活部生活安全課 

 

荒川区生活安全条例の一部改正について 

１ 改正・提案理由 

  安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、禁止行為に客引き行為等を加えるこ

と等のほか、規定を整備するため 

２ 内容 

 

主な改正内容 

（１）定義（第２条関係） 

・客引き行為等を明文化 

客引き行為・・・通行人等不特定の者の中から相手方を特定して客となるように誘う行 

         為 

客待ち行為・・・客引き行為の相手方を待つ目的又は特定の営業の客となろうとする者 

        から声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろする行為 

勧誘行為・・・・通行人等不特定の者の中から相手方を特定して特定の役務等に従事す 

        るよう勧誘する行為 

勧誘待ち行為・・勧誘行為の相手方を待つ目的又は特定の役務等に従事しようとする者か 

ら声をかけられる目的で、うろつき、たたずみ、又はたむろする行為 

 公共の場所・・・道路、公園、広場その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所 

（２）禁止行為等（第８条、第９条関係） 

・客引き行為、客待ち行為、勧誘行為、勧誘待ち行為の禁止 

・客引き行為等を用いた営業の禁止等 

（３）罰則規定等（第１０条〜第１３条、第１９条関係） 

・違反行為が確認された場合、段階的な措置を実施 

指導・・・違反行為を中止するよう指導 

勧告・・・指導後も更に違反行為を行っている場合、当該行為を中止するよう勧告 

公表・・・勧告後も更に違反行為を行っている場合、代表者の氏名や店名等の公表 

過料・・・勧告後も更に違反行為を行っている場合、または虚偽の陳述等に対し、 

  ５万円以下の過料 

（４）立入調査等（第１２条、第１４条〜第１６条関係） 

立入調査・・・事務所や店舗に立ち入って調査や質問等を実施 

所有者等への通知・・・公表後、その店舗の土地・建物の所有者等にもその事実を通知 

関係機関等への協力要請・・・警察等と連携し対策を実施 

（５）責任の範囲（第２０条） 

両罰規定・・・実際に違反行為を行った者への罰則に加え、その雇用主である法人や事業

主に対しても罰則を科す。 

 

３ 施行期日 令和８年４月１日（ただし、第１０条から第１４条まで、第１９条及び 

第２０条の改正は、同年７月１日から施行） 



議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

福祉・区民生活委員会 
委員会報告後 ３月２１日 ３月２１日 － 

 



庁議説明資料 

８.１.15 管理部職員課 

 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

 職員の給与について、特別区人事委員会勧告のほか、特別区職員労働組合連合会及び東京

清掃労働組合との団体交渉結果に基づき、給料表を改定するとともに、特定職員に対する給

料の切替えに伴う経過措置を廃止すること等のほか規定を整備するため。 

２ 内容 

（１）概 要 

特別区人事委員会勧告及び特別区当局と特別区職員労働組合連合会及び東京清掃労 

働組合の間で行った団体交渉結果に基づき、条例改正を行う。 

（２）改正内容 

① 行政職給料表（一）【事務、福祉ほか】の改定 

管理職の役割の重要度が増している状況に鑑み、管理職の職務・職責をより重視した 

給料体系の実現、早期昇格者の処遇改善を図る。 

② 医療職給料表（二）【栄養士ほか】及び医療職給料表（三）【保健師ほか】の改定 

行政職給料表（一）との均衡を基本に、管理職の給料月額を改定する。 

③ 管理職員特別勤務手当の対象時間帯の拡大 

災害等で深夜の時間帯に勤務を行う管理職員に対する手当である管理職員特別勤務 

  手当について、支給対象となる時間帯を、以下のとおり拡大する。 

改正前 … 平日の午前 ０時から午前５時まで 

改正後 … 平日の午後 10 時から翌日の午前５時まで 

④ 行政職給料表（二）【技能・業務系】の改定 

技能・業務系職員に係る安定的な人材確保のため、初任給の引き上げのほか全級に対  

  する給料月額を改定する。 

⑤ 差額支給の廃止 

平成 30 年度の行政系人事制度改正（以下、人事制度改正）において、改正前の３級 

職（主任主事）が改正後の新１級（係員）に降格する際に、人事制度改正前の給料月額 

が保障される差額支給を実施してきたが、職務給原則の更なる徹底を図り、昇任意欲の 

醸成に資する職務・職責を重視した給与制度を実現するため廃止する。 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

総務企画委員会 

（内示） 

２月３日 ‐ ‐ 

 

‐ 





庁議説明資料 

８.１.１５ 教育委員会事務局教育総務課 

 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

幼稚園教育職員の給与について、特別区人事委員会勧告に基づき、管理職員特別勤務手当

の支給対象となる時間帯について改定するとともに、関連する規定を整備するため。 

２ 内容 

（１）提案背景 

   特別区人事委員会は、管理職の役割の重要度が増している状況を鑑みて、管理職の職

務・職責をより重視した給料体系の実現、早期昇格者の処遇改善が必要であると判断し

た。そのことから、国の改定手法を参考としつつ、特別区の実情等を考慮したうえで、

管理職の給与制度における改正を行う必要があることを勧告した。 

 

（２）改正内容 

管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯を、以下のとおり拡大する。 

・改正前 … 平日の午前０時から午前５時まで 

・改正後 … 平日の午後１０時から午前５時まで 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

文教・子育て支援委員会 

（内示） 

２月４日 ― ― ― 

 





庁議説明資料 

８.１.１５ 福祉部障害者福祉課 

 

荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部改正について 

 

１ 改正・提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）に基づく地域相談支援事業を実施するほか、規定を整備するため。 

２ 内容 

１ 条例改正の内容 

令和８年度から荒川区立精神障害者地域生活支援センターにて、障害者の日常生活及び 

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域相談支援事業（地域移行支援及び地 

域定着支援）を実施するため、本条例第２条（事業）及び第１０条（利用できる者）及び 

第１３条（使用料等）を改正する。併せて児童福祉法の改正に伴い、同法第６条の２の２ 

第６項以下の規定を引用する条文に項ずれが生じたため、整備する。 

 

（参考）地域相談支援事業について 

（１）地域移行支援 

障がい者支援施設や精神科病院に入所又は入院している障がい者を対象に、住居の確 

保その他地域生活へ移行するための支援を行う。 

（２）地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時対応可能な連絡体制を確 

し、緊急時には必要な支援を行う。 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

ただし、第２条第５号及び第１０条第３項の改正は、公布の日から施行する。 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

福祉・区民生活委員会（内示） 
議決後 ― ― ― 

 





庁議説明資料 

８.１.１５ 福祉部障害者福祉課 

 

児童福祉法の改正に伴う関係条例の改正について 

１ 改正・提案理由 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の改正に伴い、規定を整備するため。 

２ 内容 

 

 児童福祉法第６条の２の２第３項に規定されていた医療型児童発達支援が削除されたこ

とに伴い、同条第４項以下の規定を１項ずつ繰り上げる改正が行われた。このことにより、

同条第３項以下の規定を引用する以下の条例に項ずれが生じていたため、規定を整備する。 

 

次の条例中の引用条項を改める。 

 （１）荒川区立心身障害者福祉センター条例 

 （２）荒川区立障害者福祉会館条例 

３ 施行期日 

公布の日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

福祉・区民生活委員会（内示） 
議決後 ― ― ― 

 





庁議説明資料 

８．１．１５ 総務企画部総務企画課 

 

荒川区組織条例の一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

区民サービスの一層の向上と、より効果的な執行体制の整備を図るため。 

２ 内容 

 

（１） 総務企画部、区政広報部及び管理部を再編し、新たに政策企画部及び総務部を設置

する。 

政策企画部の分掌事務は次のとおり。 

・区政の基本的な計画及び総合調整に関すること。 

・組織に関すること。 

・予算その他財政に関すること。 

・広報に関すること。 

・広聴に関すること。 

・情報システムの管理及び運営に関すること。 

総務部の分掌事務は次のとおり。 

・条例・規則に関すること 

・秘書に関すること。 

・人権に関すること。 

・公有財産に関すること。 

・契約に関すること。 

・職員の人事に関すること。 

・営繕に関すること。 

・その他他部に属しないこと。 

（２） 区民生活部が分掌している次の事務を新たに設置する危機管理部に移管する。 

・防災に関すること。 

 ・区民生活の安全に関すること。 

（３） 子ども家庭部が分掌している次の事務を産業経済部に移管する。 

 ・荒川遊園に関すること。 

 

 ※組織改正に伴う部課の編成は別紙のとおり。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

総務企画委員会 

（内示） 

議決後 ４月１日号 ４月１日 － 

 





別紙

※組織改正に伴い新設及び名称変更する部課の名称はいずれも仮称

政策企画部（※新設） 総務企画部

政策企画課（※新設） 総務企画課

財政課 財政課

広報・シティプロモーション課（※広報課から名称変更） 区政広報部

デジタル推進課 秘書課

総務部（※新設） 広報課

総務課（※新設） 管理部

経理課 経理課

職員課 職員課

営繕課 営繕課

デジタル推進課

危機管理部（※新設） 区民生活部

危機管理課（※防災課から名称変更） 区民課

生活安全課 戸籍住民課

区民生活部 区民施設課

地域つなぐ課（※区民課から名称変更） 税務課

戸籍住民課 防災課

コミュニティ施設課（※区民施設課から名称変更） 生活安全課

税務課

産業経済部 産業経済部

産業振興課 産業振興課

経営支援課 経営支援課

観光振興課 就労支援課

荒川遊園課 観光振興課

子ども家庭部 子ども家庭部

子育て支援課 子育て支援課

子ども・若者課（※児童青少年課から名称変更） 児童青少年課

保育課 保育課

子ども家庭総合センター 荒川遊園課

教育委員会事務局 子ども家庭総合センター

教育総務課 教育委員会事務局

教育施設課 教育総務課

学務課 教育施設課

指導室 学務課

教育センター 指導室

登校・放課後サポート課（※新設） 教育センター

※産業経済部就労支援課を廃止し、産業経済部経営支援課の係として位置付ける。
※子ども家庭部児童青少年課が所管している学童クラブ事業、放課後子ども教室事業及び放課後子
　ども総合プランに関する業務は、新設する教育委員会事務局登校・放課後サポート課の職員に補
　助執行させる。

組織改正に伴う部課の編成について

※総務企画部総務企画課が所管している業務のうち、計画や総合調整、組織に関する業務は新設す
　る政策企画部政策企画課に、その他の業務は新設する総務部総務課に移管する。
※区政広報部秘書課が所管している業務のうち、広聴及び広報に関する業務は政策企画部広報・
　シティプロモーション課に、秘書に関する業務は新設する総務部総務課に移管する。

⇦

⇦

⇦





庁議説明資料 

８.１.１５ 総務企画部総務企画課 

 

令和７年度荒川区議会定例会・２月会議提出予定案件について 

内 容 

令和７年度荒川区議会定例会・２月会議に次の議案を提出する。 

 

１ 条例 

 （１）荒川区公契約条例 

 （２）荒川区特定乳児等通園支援事業の運営の基準等に関する条例 

 （３）荒川区組織条例の一部を改正する条例 

 （４）職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （５）荒川区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 （６）荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例【別紙１】 

 （７）荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例【別紙２】 

 （８）荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例【別紙３】 

 （９）荒川区営運動場の設置、管理に関する条例の一部を改正する条例 

 （10）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （11）荒川区手数料条例の一部を改正する条例【別紙４】 

    （保健衛生関係手数料に係るもの） 

 （12）荒川区立心身障害者福祉センター条例の一部を改正する条例 

 （13）荒川区立精神障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例 

 （14）荒川区立障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 

 （15）荒川区生活安全条例の一部を改正する条例 

 （16）荒川区手数料条例の一部を改正する条例【別紙５】 

    （建設関係手数料に係るもの） 

 

２ 条例以外の議案 

 （１）令和７年度荒川区一般会計補正予算（第７回） 

 （２）令和８年度荒川区一般会計予算 

 （３）令和８年度荒川区国民健康保険事業特別会計予算 

 （４）令和８年度荒川区後期高齢者医療特別会計予算 

 （５）令和８年度荒川区介護保険事業特別会計予算 

 （６）人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて ２件 

 

３ 参考（追加提案予定分） 

 （１）荒川区介護保険条例の一部を改正する条例 

 （２）東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 （３）荒川区国民健康保険条例の一部を改正する条例 



今 後 の 

予 定 

令和８年１月２６日    幹事長会報告 

    ２月 ３日、４日 各内示委員会報告 

       ５日    議案発送 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日、４日 

各内示委員会 
議決後 ― ― ― 

 



庁議説明資料 

８.１.１５ 子ども家庭部子育て支援課 

 

荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正について 

１ 改正・提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「省令」

という。）の改正に伴い、乳児院の長等の資格の基準を改めるほか、規定を整備するため。 

２ 内容 

（１） 省令改正の概要 

ア こども家庭ソーシャルワーカーに関する規定 

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

に配置される職員の資質向上及び専門性の確保を図るため、省令において、こども家庭 

福祉の専門職である「こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者」を、乳児院の 

長等になることができる資格に追加する等、規定の整備を行った。 

≪参考：こども家庭ソーシャルワーカー≫ 

  児童等への心理的ケアや自立支援、親子再統合のための支援、地域の子育て支援等 

 を担うため、国の基準を満たした認定機関によるこども家庭福祉に関する専門的なカ 

リキュラム等を経て取得することができる令和６年４月に新設された公的資格 

イ 精神保健福祉士等に関する規定    

子どもの状況に応じた適切なアセスメントや生活環境の調整等を行うため、省令にお 

いて、「精神保健福祉士の資格を有する者」を、児童自立支援施設に配置される児童自 

立支援専門員及び児童生活支援員になることができる資格に追加する等、規定の整備を 

行った。 

 

（２） 条例改正の内容 

ア こども家庭ソーシャルワーカーに関する規定  

   国の省令改正と同様に、「こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者」を、乳 

  児院の長等になることができる資格に追加する等、規定の整備を行う。 

イ 精神保健福祉士等に関する規定 

国の省令改正と同様に、「精神保健福祉士の資格を有する者」を、児童自立支援施設 

  に配置される児童自立支援専門員及び児童生活支援員になることができる資格に追加 

  する等、規定の整備を行う。 

３ 施行期日 

公布の日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

文教・子育て支

援委員会（内示） 

議決後 － － － 

 

別紙１





庁議説明資料 

8.1.15 子ども家庭部保育課 

 

荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）の改正等に

伴い、規定を整備するため 

２ 内容 

 

１ 府令改正の概要 

（１） 「利用定員」の意義を明確化するため、定義を加える。 

（２） 「乳児等通園支援事業者の職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

（３） その他の規定整備 

 

２ 条例改正の内容 

府令の改正に合わせ、同様の規定整備を行う。 

 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

文教・子育て支援委員会 

（内示） 

議決後 － － － 

 

別紙２





庁議説明資料 

8.1.15 子ども家庭部保育課 

 

荒川区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例について 

１ 改正・提案理由 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号。以下「法」という。）の改正に伴い、規定を整備するため 

２ 内容 

 

１ 法改正の概要 

   幼保連携型認定こども園の職員について、新たに主務保育教諭が規定されたことに伴

い、主務保育教諭を置くときは保育教諭を置かないことができる規定が新設された。 

 

２ 条例改正の内容 

法に新たな規定が追加されたことに伴い、引用する「法第１４条第６項」を「法第

１４条第７項」に改める。 

 

３ 施行期日 

 令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

文教・子育て支援委員会 

（内示） 

議決後 － － － 

 

別紙３





庁議説明資料 

８.１.15 健康部生活衛生課 

 

荒川区手数料条例の一部改正について 

１ 改正・提案理由 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」と

いう。）及び薬機法施行令の改正による引用条項の整備 

２ 内容 

（１）経緯 

①令和 7年 5月 21 日法律第 37 号「薬機法等の一部を改正する法律」により改正された薬

機法（昭和 35 年法律第 145 号）の薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部

変更の承認に関する条文の項ずれに伴う手数料条例における当該引用条項の整備 

②令和 7年 10 月 31 日政令第 362 号「薬機法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令」により改正された薬機法施行令（昭和 36 年政令第 11 号）

の薬局製造販売医薬品の定義に関する引用条項の整備 

 

（２）改正の内容 

別表(第 2条関係) 

1 保健衛生関係手数料 

 ①番号 65 

事務 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 14 条第

15 項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る承認事項の一部変更の

承認の申請に対する審査 

  下線を「第 13 項」に改める 

②番号 60 

事務 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 12 条第 

1 項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行令(昭和 36年政令第11号)第 3条ただし書に規定す

る薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審

査 

下線を「同法第 2 条第 17 項第 3 号及び第 36 条の 11 第 1 項第 1 号に規定する医薬品」

に改める 

３ 施行期日 

令和 8年 5月 1日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月３日 

福祉・区民生活

委員会（内示） 

議決後 - - - 

 

別紙４





庁議説明資料 

８.１.１５ 防災都市づくり部建築指導課 

 

荒川区手数料条例の一部を改正する条例について 
１ 改正・提案理由 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、耐震性不足等のマンションの

建替え等における特例許可の内容を追加するほか、規定を整備するため、荒川区手数料条例

の一部を改正する。 

２ 内容 

（１） 経緯 

マンションでは、建物と居住者の「２つの老い」が進行しており、外壁剝落等の危険や

集会議決の困難化等が課題となっている。このため、管理・再生の円滑化等を図る必要が

ある。 

これを踏まえ、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号。

以下「法」という。）からマンションの再生等の円滑化に関する法律へ名称が変更となる

とともに、耐震性不足等により除却等を要すると認定されたマンションの建替え又は更新

時における容積率の特例制度のほか、高さ制限の特例を追加することや法文の構成の見直

しなどの改正が行われることになった。 

（２） 改正内容 

  荒川区手数料条例別表２の建設関係手数料の表５９の１４の項中において、法改正に 

 伴い手数料を徴収する事務の内容を追加するとともに、規定を整備する。なお、手数料 

額に変更はない。 

 
 

手数料の内容 根拠法令 

改正前 改正後 改正前 改正後 

要除却認定マン

ションの建替え

により新たに建

築されるマンシ

ョンの容積率の

特例許可申請 

要除却等認定マ

ンションの建替

えにより新たに

建築されるマン

ション又は要除

却等認定マンシ

ョンの更新がさ

れるマンション

の容積率又は各

部分の高さの特

例許可申請 

マンションの建

替え等の円滑化

に関する法律第

１０５条第 1項 

マンションの再

生等の円滑化に

関する法律第１

６３条の５９第

1項 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

２月４日 

建設環境委員会 

（内示） 

議決後 ━ ━ ━ 

 

別紙５
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